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○
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関

す
る
法
律

平
成
一
一
・
七
・
一
三

法

律

八

六

改
正

平
成
一
一
・
一
二
・
二
二
法
律
一
六
〇

平
成
一
四
・
一
二
・
一
三
法
律
一
五
二

目
次第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
）

第
二
章

第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
等
の
把
握
等
（
第
五
条
―
第
十
三

条
）

第
三
章

指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
に
よ
る
情
報
の
提
供
等
（
第
十
四
条

―
第
十
六
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
七
条
―
第
二
十
三
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
二
十
四
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
環
境
の
保
全
に
係
る
化
学
物
質
の
管
理
に
関
す
る
国
際

的
協
調
の
動
向
に
配
慮
し
つ
つ
、
化
学
物
質
に
関
す
る
科
学
的
知
見
及
び
化
学

物
質
の
製
造
、
使
用
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る
状
況
を
踏
ま
え
、
事
業
者
及

び
国
民
の
理
解
の
下
に
、
特
定
の
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
等
の
把
握
に

関
す
る
措
置
並
び
に
事
業
者
に
よ
る
特
定
の
化
学
物
質
の
性
状
及
び
取
扱
い
に

関
す
る
情
報
の
提
供
に
関
す
る
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
者
に
よ

る
化
学
物
質
の
自
主
的
な
管
理
の
改
善
を
促
進
し
、
環
境
の
保
全
上
の
支
障
を

未
然
に
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
等
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
化
学
物
質
」
と
は
、
元
素
及
び
化
合
物
（
そ
れ

ぞ
れ
放
射
性
物
質
を
除
く
。
）
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
第
一
種
指
定
化
学
物
質
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
そ
の
有
す
る
物
理
的
化
学
的
性
状
、
そ
の
製
造
、
輸

入
、
使
用
又
は
生
成
の
状
況
等
か
ら
み
て
、
相
当
広
範
な
地
域
の
環
境
に
お
い

て
当
該
化
学
物
質
が
継
続
し
て
存
す
る
と
認
め
ら
れ
る
化
学
物
質
で
政
令
で
定

め
る
も
の
を
い
う
。

一

当
該
化
学
物
質
が
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
又
は
動
植
物
の
生
息
若
し

く
は
生
育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
化
学
物
質
が
前
号
に
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
化
学
物
質
の
自

然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
に
よ
り
容
易
に
生
成
す
る
化
学
物
質
が
同
号

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

当
該
化
学
物
質
が
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
し
、
太
陽
紫
外
放
射
の
地
表
に
到
達

す
る
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
第
二
種
指
定
化
学
物
質
」
と
は
、
前
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
そ
の
有
す
る
物
理
的
化
学
的
性
状
か
ら
み
て
、
そ
の

製
造
量
、
輸
入
量
又
は
使
用
量
の
増
加
等
に
よ
り
、
相
当
広
範
な
地
域
の
環
境

に
お
い
て
当
該
化
学
物
質
が
継
続
し
て
存
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
化
学
物
質
（
第
一
種
指
定
化
学
物
質
を
除
く
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を

い
う
。

４

前
二
項
の
政
令
は
、
環
境
の
保
全
に
係
る
化
学
物
質
の
管
理
に
つ
い
て
の
国

際
的
動
向
、
化
学
物
質
に
関
す
る
科
学
的
知
見
、
化
学
物
質
の
製
造
、
使
用
そ

の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る
状
況
等
を
踏
ま
え
、
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染

に
よ
り
生
ず
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
並
び
に
動
植
物
の
生
息
及
び
生
育
へ
の

支
障
が
未
然
に
防
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
十
分
配
慮
し
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
」
と
は
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
者
の
う
ち
、
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属

す
る
事
業
を
営
む
も
の
で
あ
っ
て
当
該
事
業
者
に
よ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

の
取
扱
量
等
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

一

第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
製
造
の
事
業
を
営
む
者
、
業
と
し
て
第
一
種
指

定
化
学
物
質
又
は
第
一
種
指
定
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
品
で
あ
っ
て
政
令

で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
」
と



い
う
。
）
を
使
用
す
る
者
そ
の
他
業
と
し
て
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
を
取

り
扱
う
者

二

前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
事
業
活
動
に
伴
っ
て
付
随
的
に

第
一
種
指
定
化
学
物
質
を
生
成
さ
せ
、
又
は
排
出
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

者

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
」
と
は
、
前
項
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
者
及
び
第
二
種
指
定
化
学
物
質
の
製
造
の
事
業

を
営
む
者
、
業
と
し
て
第
二
種
指
定
化
学
物
質
又
は
第
二
種
指
定
化
学
物
質
を

含
有
す
る
製
品
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
第

二
種
指
定
化
学
物
質
等
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
者
そ
の
他
業
と
し
て
第
二

種
指
定
化
学
物
質
等
を
取
り
扱
う
者
を
い
う
。

（
化
学
物
質
管
理
指
針
）

第
三
条

主
務
大
臣
は
、
事
業
者
に
よ
る
化
学
物
質
の
自
主
的
な
管
理
の
改
善
を

促
進
し
、
環
境
の
保
全
上
の
支
障
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、
化
学
物
質
の
物

理
的
化
学
的
性
状
に
つ
い
て
の
科
学
的
知
見
及
び
化
学
物
質
の
製
造
、
使
用
そ

の
他
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
技
術
の
動
向
を
勘
案
し
、
指
定
化
学
物
質
等
取
扱

事
業
者
が
講
ず
べ
き
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
及
び
第
二
種
指
定
化
学
物
質
等

（
以
下
「
指
定
化
学
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
管
理
に
係
る
措
置
に
関
す
る
指

針
（
以
下
「
化
学
物
質
管
理
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

化
学
物
質
管
理
指
針
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

指
定
化
学
物
質
等
の
製
造
、
使
用
そ
の
他
の
取
扱
い
に
係
る
設
備
の
改
善

そ
の
他
の
指
定
化
学
物
質
等
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項

二

指
定
化
学
物
質
等
の
製
造
の
過
程
に
お
け
る
そ
の
回
収
、
再
利
用
そ
の
他

の
指
定
化
学
物
質
等
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
事
項

三

指
定
化
学
物
質
等
の
管
理
の
方
法
及
び
使
用
の
合
理
化
並
び
に
第
一
種
指

定
化
学
物
質
の
排
出
の
状
況
に
関
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
に
関
す
る
事
項

四

指
定
化
学
物
質
等
の
性
状
及
び
取
扱
い
に
関
す
る
情
報
の
活
用
に
関
す
る

事
項

３

主
務
大
臣
は
、
化
学
物
質
管
理
指
針
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

４

主
務
大
臣
は
、
化
学
物
質
管
理
指
針
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
責
務
）

第
四
条

指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
は
、
第
一
種
指
定
化
学
物
質
及
び
第
二

種
指
定
化
学
物
質
が
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等

第
二
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、

か
つ
、
化
学
物
質
管
理
指
針
に
留
意
し
て
、
指
定
化
学
物
質
等
の
製
造
、
使
用

そ
の
他
の
取
扱
い
等
に
係
る
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
管
理
の
状
況
に
関

す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
等
の
把
握
等

（
排
出
量
等
の
把
握
及
び
届
出
）

第
五
条

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
伴
う
第

一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
（
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
の
製
造
、
使
用
そ

の
他
の
取
扱
い
の
過
程
に
お
い
て
変
動
す
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量

に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
事

業
所
に
お
い
て
環
境
に
排
出
さ
れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
と
し
て
算
出

す
る
量
を
い
う
。
次
項
及
び
第
九
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
移
動
量

（
そ
の
事
業
活
動
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
を
当
該
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う

こ
と
に
伴
い
当
該
事
業
所
の
外
に
移
動
す
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
と
し

て
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
す
る
量
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
第
一
種
指
定
化
学
物
質
及
び
事
業
所
ご
と
に
、
毎
年
度
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
把
握
さ
れ
る
前
年
度
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
及
び
移
動
量

に
関
し
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
次
条
第
一
項
の
請
求
に
係
る
第
一
種
指
定
化
学

物
質
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
に
関
し
意
見
を
付

す
こ
と
が
で
き
る
。



（
対
応
化
学
物
質
分
類
名
へ
の
変
更
）

第
六
条

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
係
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
使
用
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る
情

報
が
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
生
産
方
法
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
有
用
な

技
術
上
の
情
報
で
あ
っ
て
公
然
と
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
と
し
て
、
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
名
称
に
代
え
て
、
当
該
第
一
種

指
定
化
学
物
質
の
属
す
る
分
類
の
う
ち
主
務
省
令
で
定
め
る
分
類
の
名
称
（
以

下
「
対
応
化
学
物
質
分
類
名
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
次
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
通
知
を
行
う
よ
う
主
務
大
臣
に
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
は
、
前
項
の
請
求
を
行
う
と
き
は
、

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
併
せ
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
理
由
を
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
前
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
項
の
う
ち
当
該
請
求
に
係
る
第
一
種
指
定
化

学
物
質
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
名
称
に
代
え

て
、
対
応
化
学
物
質
分
類
名
を
も
っ
て
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
係
る
事

業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
以
下
「
関
係
都
道
府
県
知
事
」

と
い
う
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
請
求
を
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
の
決
定
を
し
、

当
該
請
求
を
行
っ
た
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
旨

を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
請
求
を
認
め
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
の
決
定
を

し
、
当
該
決
定
後
直
ち
に
、
当
該
請
求
を
行
っ
た
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取

扱
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

６

前
二
項
の
決
定
は
、
第
一
項
の
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
す
る

も
の
と
す
る
。

７

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
大
臣
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他

正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
期
間
を
三
十
日
以
内
に
限
り
延
長
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

８

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
は
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
の
前
年
度

以
前
の
各
年
度
に
お
い
て
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ

れ
た
対
応
化
学
物
質
分
類
名
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
主
務
大
臣
に
そ
の
旨
の
請
求
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

９

第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
、
「
第
八
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
届
出
事
項
の
通
知
等
）

第
七
条

主
務
大
臣
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
の
う
ち
第
一
種
指
定
化

学
物
質
の
名
称
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
第
一

種
指
定
化
学
物
質
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
対
応
化
学
物
質
分
類
名
を
も
っ
て
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
条
第
五
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
決
定
に

係
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
名
称
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
並
び
に

当
該
決
定
に
係
る
関
係
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
通
知
は
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
化
学
物

質
等
取
扱
事
業
者
へ
の
通
知
の
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
日
以
後
速
や
か
に

行
う
も
の
と
す
る
。

３

主
務
大
臣
は
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
の
前
年
度
以
前
の
各
年
度
に
お
い
て
前

条
第
四
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
決
定
を
し

た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
年
度
に
お
い
て
同
条
第
八
項
の
請
求
が
な
い
と
き
は
、

当
該
決
定
に
係
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
名
称
を
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境

大
臣
並
び
に
当
該
決
定
に
係
る
関
係
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

環
境
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
に
対
し
、
第
一

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
関
し
第
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

５

関
係
都
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
に
対

し
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
知
事
の
管
轄
す
る

区
域
に
係
る
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質



に
関
し
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
届
出
事
項
の
集
計
等
）

第
八
条

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
も
の

と
す
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
を
し
た
と
き

は
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
同

項
の
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
事
項
（
以
下
「
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
、
主
務
大
臣
が
所
管
す
る
事
業
を
行
う
事
業
所
に
係
る
も
の
を

当
該
主
務
大
臣
に
、
そ
の
管
轄
す
る
都
道
府
県
の
区
域
に
所
在
す
る
事
業
所
に

係
る
も
の
を
都
道
府
県
知
事
に
、
そ
れ
ぞ
れ
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
を
集
計
す
る
も
の
と
す
る
。

４

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
遅
滞
な
く
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
集
計

し
た
結
果
を
主
務
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
表
す

る
も
の
と
す
る
。

５

主
務
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た

と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
集
計
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果

を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
届
け
出
ら
れ
た
排
出
量
以
外
の
排
出
量
の
算
出
等
）

第
九
条

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
関
係
行
政
機
関
の
協
力
を
得
て
、

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
以
外
の
事
業
者
の
事
業
活
動
に
伴
う
第

一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
そ
の
他
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出

ら
れ
た
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
以
外
の
環
境
に
排
出
さ
れ
て
い
る
と

見
込
ま
れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
を
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定

め
る
事
項
ご
と
に
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
結
果

を
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
集
計
し
、
そ
の
結
果

を
前
条
第
四
項
の
集
計
し
た
結
果
と
併
せ
て
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
開
示
請
求
権
）

第
十
条

何
人
も
、
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当

該
公
表
が
あ
っ
た
日
以
後
、
主
務
大
臣
に
対
し
、
当
該
公
表
に
係
る
集
計
結
果

に
集
計
さ
れ
て
い
る
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
で
あ
っ
て
当
該
主
務
大
臣
が
保
有
す

る
も
の
の
開
示
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
事
項
を
明
ら
か

に
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

開
示
請
求
を
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法
人

そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

二

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
そ
の
他
の
開
示
請
求
に
係
る
事
業
所
を
特
定
す

る
に
足
り
る
事
項

（
排
出
量
等
の
開
示
義
務
）

第
十
一
条

主
務
大
臣
は
、
開
示
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
開
示
請
求
を
し

た
者
に
対
し
、
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
の
う
ち
、
当
該
開
示
請
求
に
係
る
事
項
を

速
や
か
に
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
査
の
実
施
等
）

第
十
二
条

国
は
、
第
八
条
第
四
項
及
び
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
結
果
並
び

に
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
安
全
性
の
評
価
に
関
す
る
内
外
の
動
向
を
勘
案
し

て
、
環
境
の
状
況
の
把
握
に
関
す
る
調
査
の
う
ち
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
係

る
も
の
及
び
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
よ
る
人
の
健
康
又
は
動
植
物
の
生
息
若

し
く
は
生
育
へ
の
影
響
に
関
す
る
科
学
的
知
見
を
得
る
た
め
の
調
査
を
総
合
的

か
つ
効
果
的
に
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
資
料
の
提
供
の
要
求
等
）

第
十
三
条

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
国
が
行
う
前

条
に
規
定
す
る
調
査
に
関
し
、
当
該
調
査
を
行
う
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
必

要
な
資
料
の
提
供
を
求
め
、
又
は
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章

指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
に
よ
る
情
報
の
提
供
等

（
指
定
化
学
物
質
等
の
性
状
及
び
取
扱
い
に
関
す
る
情
報
の
提
供
）

第
十
四
条

指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
は
、
指
定
化
学
物
質
等
を
他
の
事
業



者
に
対
し
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
と
き
は
、
そ
の
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る

時
ま
で
に
、
そ
の
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
相
手
方
に
対
し
、
当
該
指
定
化
学

物
質
等
の
性
状
及
び
取
扱
い
に
関
す
る
情
報
を
文
書
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
交

付
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
し
た
指
定
化

学
物
質
等
の
性
状
及
び
取
扱
い
に
関
す
る
情
報
の
内
容
に
変
更
を
行
う
必
要
が

生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
指
定
化
学
物
質
等
を
譲
渡
し
、
又
は
提
供

し
た
相
手
方
に
対
し
、
変
更
後
の
当
該
指
定
化
学
物
質
等
の
性
状
及
び
取
扱
い

に
関
す
る
情
報
を
文
書
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
交
付
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
前
二
項
に
規
定
す
る
情
報
の
提
供
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

（
勧
告
及
び
公
表
）

第
十
五
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
指
定
化
学
物

質
等
取
扱
事
業
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
に
対

し
、
同
項
の
規
定
に
従
っ
て
必
要
な
情
報
を
提
供
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
指
定
化
学
物
質
等

取
扱
事
業
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
六
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い

て
、
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
指
定
化
学
物
質
等
の
性
状

及
び
取
扱
い
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章

雑
則

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
措
置
）

第
十
七
条

国
は
、
化
学
物
質
の
安
全
性
の
評
価
に
関
す
る
国
際
的
動
向
に
十
分

配
慮
し
つ
つ
、
化
学
物
質
の
性
状
に
関
す
る
科
学
的
知
見
の
充
実
に
努
め
る
と

と
も
に
、
化
学
物
質
の
安
全
性
の
評
価
に
関
す
る
試
験
方
法
の
開
発
そ
の
他
の

技
術
的
手
法
の
開
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

国
は
、
化
学
物
質
の
性
状
及
び
取
扱
い
に
関
す
る
情
報
に
係
る
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
（
論
文
、
数
値
、
図
形
そ
の
他
の
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
情

報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成

し
た
も
の
を
い
う
。
）
の
整
備
及
び
そ
の
利
用
の
促
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
が
行
う
指
定
化

学
物
質
等
の
自
主
的
な
管
理
の
改
善
を
促
進
す
る
た
め
、
技
術
的
な
助
言
そ
の

他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
教
育
活
動
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
て
指
定
化
学

物
質
等
の
性
状
及
び
管
理
並
び
に
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
の
状
況
に
関

す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

５

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
前
二
項
の
責
務
を
果
た
す
た
め
に
必
要
な
人
材

を
育
成
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
審
議
会
等
の
意
見
の
聴
取
）

第
十
八
条

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
第
二
条
第
二

項
又
は
第
三
項
の
政
令
の
制
定
又
は
改
正
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二

十
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見

を
聴
く
も
の
と
す
る
。

（
手
数
料
）

第
十
九
条

フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
の
開
示
を
受
け
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
実
費
の
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
額
の
開
示
の
実
施
に
係

る
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
届
出
等
）

第
二
十
条

主
務
大
臣
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
第
六
条
第

一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し

て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
行
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
第
六
条
第
四
項
又
は
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
九

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、



政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

３

主
務
大
臣
は
、
第
十
条
第
一
項
の
請
求
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
開
示

に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
行
わ

せ
、
又
は
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
十
一
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
命
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
命
令
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要

と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過

措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
主
務
大
臣
等
）

第
二
十
二
条

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
化
学
物
質
管
理
指
針
の
策
定
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
協
議
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
関
す
る
事

項
（
同
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣

二

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
化
学
物
質
管
理
指
針
の
策
定
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
協
議
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
関
す
る
事

項
（
同
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い

て
は
、
経
済
産
業
大
臣

三

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請

求
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
こ
れ

ら
の
規
定
を
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
決
定
及
び
通
知
、
同
条
第
七
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る

請
求
、
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
同
条
第
四

項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
、
第
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
並
び
に
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
集
計
及
び
公
表
に
関
す
る

事
項
並
び
に
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
の
行
う
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

四

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
開
示

に
関
す
る
事
項
並
び
に
第
二
十
条
第
三
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
経

済
産
業
大
臣
、
環
境
大
臣
又
は
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者

の
行
う
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

２

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
経
済
産
業
大
臣
、
環
境
大
臣
及
び
当
該

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
の
行
う
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
の
発
す

る
命
令
と
す
る
。

（
事
務
の
区
分
）

第
二
十
三
条

第
五
条
第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

第
五
章

罰
則

第
二
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過

料
に
処
す
る
。

一

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た

者
二

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

附

則

（
抄
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
〔
平
成
一
二
・
三
・
三
〇
〕
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
十
八
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
三
章
及
び
第
二
十
四
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定

公
布
の
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

三

第
二
章
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
四
条
（
第
一
号
に
限

る
。
）
並
び
に
次
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
六
月
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

四

第
二
十
三
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定

平
成
十
二
年
四
月
一
日
又
は
前



号
に
定
め
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
日
が
、
前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
規
定
の

施
行
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
に
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
中
「
三
十
日
以

内
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
月
以
内
」
と
す
る
。

（
検
討
）

第
三
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
七
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ

の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附

則
（
平
成
一
一
・
一
二
・
二
二
法
律
一
六
〇
）
（
抄
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月

六
日
か
ら
施
行
す
る
。
〔
以
下
略
〕

附

則
（
平
成
一
四
・
一
二
・
一
三
法
律
一
五
二
）
（
抄
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
利
用
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕



○
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関

す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

平
成
一
二
・
三
・
二
九

政

令

一

三

七

内
閣
は
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
一
条
本
文
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関

す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
日
と
す
る
。

○
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関

す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

平
成
一
二
・
一
二
・
一
五

政

令

五

一

八

内
閣
は
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関

す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
三
年
一

月
一
日
と
す
る
。

○
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関

す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

平
成
一
三
・
三
・
三
〇

政

令

一

〇

四

内
閣
は
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関

す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
と
す

る
。

○
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関

す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

平
成
一
三
・
一
二
・
二
八

政

令

四

四

〇

内
閣
は
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関

す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
（
第
五
条
第
一
項
の
規
定
を
除
く

。
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
四
年
一
月
十
二
日
と
す
る
。



○
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日

を
定
め
る
政
令

平
成
一
五
・
一
・
三
一

政

令

二

六

内
閣
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
附
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

す
る
。

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日

は
、
平
成
十
五
年
二
月
三
日
と
す
る
。



特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
十
一
年
五
月
二
十
一
日

衆

議

院

商

工

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
等
へ
の
支
障
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
十
分
認
識
し
、
我
が
国
に
お
け
る
Ｐ
Ｒ

Ｔ
Ｒ
制
度
及
び
Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
制
度
の
実
効
性
を
最
大
限
に
確
保
す
る
た
め
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

事
業
者
の
自
主
的
取
組
み
を
促
進
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
強
化
に
よ
り
、
事
業
者
等
に
対
す
る
技
術
的
な
指
導
助
言
並
び
に
人
材
育
成

等
に
努
め
る
と
と
も
に
、
啓
発
・
広
報
活
動
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
。

な
お
、
本
制
度
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
の
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
引
き
続
き
検
討

を
進
め
る
こ
と
。

二

対
象
物
質
の
政
令
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
た
専
門
的
な
検
討
を
行
い
、
幅
広
く
関
係
者
か
ら
の
意
見
を
聴
取
す
る
機
会
を
設
け

る
と
と
も
に
、
国
際
的
整
合
性
の
確
保
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
。

な
お
、
内
分
泌
攪
乱
物
質
、
い
わ
ゆ
る
環
境
ホ
ル
モ
ン
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
人
の
健
康
及
び
生
態
系
へ
の
重
大
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
に
か
ん

が
み
、
内
外
の
動
向
等
を
踏
ま
え
て
迅
速
か
つ
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
。

三

化
学
物
質
の
排
出
量
等
に
関
す
る
集
計
結
果
の
公
表
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
な
情
報
が
国
民
に
分
か
り
易
く
、
利
用
し
や
す
く
、
又
、
等
し
く
提
供
さ

れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
含
め
た
情
報
提
供
手
段
の
幅
広
い
活
用
と
そ
の
利
用
促
進
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
開
示
請
求
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
開
示
の
方
法
に
応
じ
、
利
便
性
が
高
く
負
担
が
か
か
ら
な
い
金
額
と
す
る
こ
と
。



四

営
業
秘
密
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
法
律
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
厳
格
か
つ
公
正
に
行
う
こ
と
。

五

本
制
度
の
検
証
に
つ
い
て
は
、
運
用
状
況
を
勘
案
し
つ
つ
、
対
処
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
の
整
理
を
行
う
と
と
も
に
、
実
効
性
を
高
め
る
観
点
か
ら
積

極
的
な
検
討
を
加
え
、
制
度
の
必
要
な
整
備
・
改
善
に
機
動
的
に
取
り
組
む
こ
と
。



特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平

成

十

一

年

七

月

六

日

参
議
院
国
土
・
環
境
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

本
法
に
お
け
る
都
道
府
県
の
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
都
道
府
県
と
の
連
携
を
強
化
し
、
届
出
・
受
付
事
務
が
円
滑
か
つ
的
確
に
行
わ
れ

る
よ
う
体
制
整
備
を
図
り
、
技
術
的
な
指
導
助
言
を
行
う
と
と
も
に
、
人
材
の
育
成
等
が
図
ら
れ
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
。

二

対
象
物
質
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
内
分
泌
攪
乱
作
用
な
ど
化
学
物
質
排
出
の
環
境
へ
の
影
響
を
未
然
に
防
止
す
る
と
い
う
衆
議
院
修
正
の
趣
旨
を
十

分
に
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
広
く
関
係
者
か
ら
の
意
見
を
聴
取
す
る
機
会
を
設
け
る
な
ど
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
原
則
に
沿
っ
た
方
法
と
す
る
こ
と
。

三

化
学
物
質
排
出
の
環
境
へ
の
影
響
を
未
然
に
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
排
出
量
等
を
適
切
に
把
握
で
き
る
よ
う
届
出
対
象
事
業
者
等
の
種
類
、
範
囲
を
定

め
る
こ
と
。

特
に
、
有
害
性
の
強
い
指
定
化
学
物
質
に
つ
い
て
は
、
含
有
率
や
取
扱
量
の
下
限
を
小
さ
く
す
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

四

非
点
源
か
ら
の
排
出
量
を
的
確
に
把
握
す
る
た
め
、
基
礎
と
な
る
資
料
に
つ
い
て
関
係
省
庁
、
事
業
者
団
体
等
の
積
極
的
な
協
力
を
求
め
る
と
と
も
に
、

移
動
体
の
種
類
ご
と
の
内
訳
が
わ
か
る
よ
う
に
推
計
量
を
算
出
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
推
計
の
資
料
、
推
計
式
な
ど
を
都
道
府
県
に
提
供
す
る
と
と
も
に
公
開
し
、
地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
化
学
物
質
環
境
汚
染
対
策
に
資
す
る
こ

と
。



五

営
業
秘
密
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
諸
外
国
の
実
状
を
勘
案
し
、
厳
格
か
つ
公
正
に
行
う
と
と
も
に
、
環
境
庁
長
官
又
は
都
道
府
県
の
説
明
要
求
に
対

し
て
は
、
事
業
を
所
管
す
る
主
務
大
臣
は
十
分
納
得
で
き
る
説
明
を
行
う
こ
と
。

六

情
報
の
共
有
が
本
制
度
運
用
の
前
提
と
な
る
た
め
、
特
に
大
量
に
請
求
す
る
場
合
を
中
心
に
手
数
料
を
で
き
る
限
り
低
廉
な
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、

利
用
者
の
利
便
性
を
勘
案
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
な
ど
幅
広
い
情
報
提
供
手
段
を
活
用
す
る
こ
と
。



○
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

平
成
一
二
・
三
・
二
九

政

令

一

三

八

改
正

平
成
一
二
・
六
・
七
政
令
三
一
三

平
成
一
三
・
三
・
二
二
政
令
五
六

平
成
一
三
・
一
二
・
二

八
政
令
四
四
一

平
成
一
四
・
一
二
・
一
八
政
令
三
八
六

平
成
一
五
・
一
・
三
一
政
令
二
八

平
成
一
六
・
三
・
一
九
政
令
四
七

平
成
一
六
・
一
〇
・
二
七
政
令
三
二
八

平
成
二
〇
・
一
一

・
二
一
政
令
三
五
六

（
第
一
種
指
定
化
学
物
質
）

第
一
条

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
第
一
種
指
定

化
学
物
質
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
第
二
種
指
定
化
学
物
質
）

第
二
条

法
第
二
条
第
三
項
の
第
二
種
指
定
化
学
物
質
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り

と
す
る
。

（
業
種
）

第
三
条

法
第
二
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
業
種
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

金
属
鉱
業

二

原
油
及
び
天
然
ガ
ス
鉱
業

三

製
造
業

四

電
気
業

五

ガ
ス
業

六

熱
供
給
業

七

下
水
道
業

八

鉄
道
業

九

倉
庫
業
（
農
作
物
を
保
管
す
る
も
の
又
は
貯
蔵
タ
ン
ク
に
よ
り
気
体
若
し

く
は
液
体
を
貯
蔵
す
る
も
の
に
限
る
。
）

十

石
油
卸
売
業

十
一

鉄
ス
ク
ラ
ッ
プ
卸
売
業
（
自
動
車
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
に
封
入

さ
れ
た
物
質
を
回
収
し
、
又
は
自
動
車
の
車
体
に
装
着
さ
れ
た
自
動
車
用
エ

ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
を
取
り
外
す
も
の
に
限
る
。
）

十
二

自
動
車
卸
売
業
（
自
動
車
用
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
に
封
入
さ
れ
た

物
質
を
回
収
す
る
も
の
に
限
る
。
）

十
三

燃
料
小
売
業

十
四

洗
濯
業

十
五

写
真
業

十
六

自
動
車
整
備
業

十
七

機
械
修
理
業

十
八

商
品
検
査
業

十
九

計
量
証
明
業
（
一
般
計
量
証
明
業
を
除
く
。
）

二
十

一
般
廃
棄
物
処
理
業
（
ご
み
処
分
業
に
限
る
。
）

二
十
一

産
業
廃
棄
物
処
分
業
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
分
業
を
含
む
。
）

二
十
二

医
療
業

二
十
三

高
等
教
育
機
関
（
附
属
施
設
を
含
み
、
人
文
科
学
の
み
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）

二
十
四

自
然
科
学
研
究
所

（
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
取
扱
事
業
者
の
要
件
）

第
四
条

法
第
二
条
第
五
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

そ
の
年
度
に
お
い
て
事
業
活
動
に
伴
い
取
り
扱
う
第
一
種
指
定
化
学
物



質
（
当
該
年
度
に
お
い
て
事
業
活
動
に
伴
い
取
り
扱
う
製
品
（
法
第
二
条

第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
製
品
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
含

有
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
（

別
表
第
一
第
三
十
三
号
、
第
五
十
六
号
、
第
七
十
五
号
、
第
八
十
八
号
、

第
九
十
四
号
、
第
二
百
四
十
三
号
、
第
三
百
五
号
、
第
三
百
九
号
、
第
三

百
三
十
二
号
、
第
三
百
五
十
一
号
、
第
三
百
八
十
五
号
、
第
三
百
九
十
四

号
、
第
三
百
九
十
七
号
、
第
四
百
号
及
び
第
四
百
十
一
号
に
掲
げ
る
第
一

種
指
定
化
学
物
質
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
も
の
の
い
ず

れ
か
の
質
量
（
そ
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
が
次
の

か
ら

ま
で
に
掲

(1)

(16)

げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は

、
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
が
含
有
す
る
そ

れ
ぞ

れ

か
ら

ま
で
に
定
め

る
物
質
の
質
量
。
次
条
に
お
い
て
「

第
一

(1)

(16)

種
指
定
化
学
物
質
量
」
と

い
う
。
）
が
一
ト
ン

以
上

で
あ
る
事
業
所

を
有

し

て
い
る
こ
と

。

別
表
第
一
第
一
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

亜
鉛

(1)

別
表
第
一
第
三
十
一
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

ア
ン
チ

(2)
モ
ン別
表
第
一
第
四
十
四
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

イ
ン
ジ

(3)
ウ
ム別
表
第
一
第
八
十
二
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

銀

(4)

別
表
第
一
第
八
十
七
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

ク

ロ
ム

(5)

別
表
第
一
第
百
三
十
二
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

コ
バ

(6)
ル
ト別
表
第
一
第
百
四
十
四
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

シ
ア

(7)
ン

別
表
第
一
第
二
百
三
十
七
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

水

(8)
銀

別
表
第
一
第
二
百
三
十
九
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

ス

(9)
ズ

別
表
第
一
第
二
百
四
十
二
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

セ

(10)

レ
ン別
表
第
一
第
二
百
七
十
二
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

銅

(11)

別
表
第
一
第
三
百
二
十
一
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

バ

(12)
ナ
ジ
ウ
ム

別
表
第
一
第
三
百
七
十
四
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

ふ

(13)
っ
素別
表
第
一
第
四
百
五
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

ほ

う
素

(14)

別
表
第
一
第
四
百
十
二
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

マ
ン

(15)
ガ
ン別
表
第
一
第
四
百
五
十
三
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

モ

(16)
リ
ブ
デ
ン

ロ

そ
の
年
度
に
お
い
て
事
業
活
動
に
伴
い
取
り
扱
う
特
定
第
一
種
指
定
化

学
物
質
（
当
該
年
度
に
お
い
て
事
業
活
動
に
伴
い
取
り
扱
う
製
品
に
含
有

さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
の
質
量
（
そ
の
特
定
第
一
種
指
定

化
学
物
質
が
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は

、
当
該

(1)

(6)

特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
が
含
有
す
る
そ
れ
ぞ

れ

か
ら

ま
で
に
定

(1)

(6)

め

る
物
質
の
質
量
。
次
条
に
お
い
て
「

特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
」

と

い
う
。
）
が
〇
・

五
ト
ン

以
上

で
あ
る
事
業
所

を
有
し

て
い
る
こ
と

。

別
表
第
一
第
七
十
五
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

カ
ド
ミ

(1)
ウ
ム別
表
第
一
第
八
十
八
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

ク

ロ
ム

(2)

別
表
第
一
第
三
百
五
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

鉛

(3)

別
表
第
一
第
三
百
九
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

ニ
ッ
ケ

(4)
ル

別
表
第
一
第
三
百
三
十
二
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

砒ひ

(5)
素

別
表
第
一
第
三
百
九
十
四
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

ベ

(6)
リ
リ
ウ
ム



ハ

前
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
む
者
に

あ
っ
て
は
、
鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
三
条

第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
施
設
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
。

ニ

前
条
第
七
号
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
む
者
に
あ
っ
て
は
、

下
水
道
終
末
処
理
施
設
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
。

ホ

前
条
第
二
十
号
又
は
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営

む
者
に
あ
っ
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物

処
理
施
設
又
は
同
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施

設
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
。

ヘ

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
。

二

常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
一
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
法
第
二
条
第
五
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
要
件
）

第
五
条

法
第
二
条
第
五
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該
製
品
の
質

量
に
対
す
る
い
ず
れ
か
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
の
割
合
が
一
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
で
あ
り
、
又
は
い
ず
れ
か
の
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
の
割
合
が
〇

・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

事
業
者
に
よ
る
取
扱
い
の
過
程
に
お
い
て
固
体
以
外
の
状
態
に
な
ら
ず
、

か
つ
、
粉
状
又
は
粒
状
に
な
ら
な
い
製
品

二

第
一
種
指
定
化
学
物
質
が
密
封
さ
れ
た
状
態
で
取
り
扱
わ
れ
る
製
品

三

主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
製
品

四

再
生
資
源
（
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
再
生
資
源
を
い
う
。
次
条
第

四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
法
第
二
条
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
）

第
六
条

法
第
二
条
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該
製
品
の
質
量
に
対

す
る
い
ず
れ
か
の
第
二
種
指
定
化
学
物
質
の
質
量
の
割
合
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
で
あ
る
製
品
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
と
す
る
。

一

事
業
者
に
よ
る
取
扱
い
の
過
程
に
お
い
て
固
体
以
外
の
状
態
に
な
ら
ず
、

か
つ
、
粉
状
又
は
粒
状
に
な
ら
な
い
製
品

二

第
二
種
指
定
化
学
物
質
が
密
封
さ
れ
た
状
態
で
取
り
扱
わ
れ
る
製
品

三

主
と
し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
製
品

四

再
生
資
源

（
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
七
条

法
第
十
八
条
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
大
臣
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会

経
済
産
業
大
臣

化
学
物
質
審
議
会

環
境
大
臣

中
央
環
境
審
議
会

（
手
数
料
の
額
等
）

第
八
条

法
第
十
九
条
の
手
数
料
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
手
数
料
」
と

い
う
。
）
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
開
示
の
実
施
の
方
法
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
交
付

用
紙
一
枚
に
つ
き
二
十
円

二

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
（
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三

に
適
合
す
る
幅
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

一
枚
に
つ
き
八
十
円
に
〇
・
五
メ
ガ
バ
イ

ト
ま
で
ご
と
に
二
百
六
十
円
を
加
え
た
額

三

光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す

る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ



と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の

交
付

一
枚
に
つ
き
二
百
円
に
〇
・
五
メ
ガ
バ
イ
ト
ま
で
ご
と
に
二
百
六
十

円
（
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
開
示
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い

う
。
）
に
係
る
年
度
の
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
の
す
べ
て
を
複
写
し
た
も
の
の

交
付
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
百
メ
ガ
バ
イ
ト
ま
で
ご
と
に
九
百
円
）

を
加
え
た
額

四

電
子
情
報
処
理
組
織
（
主
務
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力

装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
開
示
を
受
け
る
者
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組

織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
開
示
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
複
写
さ
せ
る
方
法
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情

報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号

）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
し
て
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。
）

一
件
に
つ
き
百
円
に
〇

・
五
メ
ガ
バ
イ
ト
ま
で
ご
と
に
二
百
四
十
円
（
開
示
請
求
に
係
る
年
度
の
フ

ァ
イ
ル
記
録
事
項
の
す
べ
て
を
複
写
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
百
メ
ガ

バ
イ
ト
ま
で
ご
と
に
八
百
八
十
円
）
を
加
え
た
額

２

手
数
料
は
、
法
第
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
収

入
印
紙
を
は
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
主
務
省
令
で
定
め

る
場
合
に
は
、
現
金
を
も
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
の
開
示
を
受
け
る
者
は
、
手
数
料
の
ほ
か
、
送
付
に
要

す
る
費
用
を
納
付
し
て
、
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
の
写
し
の
送
付
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
費
用
は
、
郵
便
切
手
又
は
主
務
大
臣

が
定
め
る
こ
れ
に
類
す
る
証
票
で
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
届
出
又
は
請
求
の
方
法
）

第
九
条

磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
及
び
光
デ

ィ
ス
ク
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
又
は
法
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
請
求
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
届
出
等
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
届
出
等
に
係
る
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
、
法
第

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
、
法
第
六
条

第
一
項
又
は
第
八
項
の
請
求
に
あ
っ
て
は
主
務
大
臣
に
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
開
示
の
方
法
）

第
十
条

主
務
大
臣
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
開

示
を
行
う
と
き
は
、
開
示
請
求
を
し
た
者
に
対
し
、
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
の
う

ち
、
当
該
開
示
請
求
に
係
る
事
項
を
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
抄
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
三
月
三
十
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
第
四
条
第
一
号
イ
中
「
一
ト
ン
」

と
あ
る
の
は
、
「
五
ト
ン
」
と
す
る
。

附

則
（
平
成
一
二
・
六
・
七
政
令
三
一
三
）
（
抄
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律

第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



附

則
（
平
成
一
三
・
三
・
二
二
政
令
五
六
）
（
抄
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
［
以
下
略
］

附

則
（
平
成
一
三
・
一
二
・
二
八
政
令
四
四
一
）

こ
の
政
令
は
、
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
（
第
五
条
第
一
項
の
規

定
を
除
く
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
一
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
四
・
一
二
・
一
八
政
令
三
八
六
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
［
以
下
略
］

附

則
（
平
成
一
五
・
一
・
三
一
政
令
二
八
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
二
月
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
［
以
下

略
］

附

則
（
平
成
一
六
・
三
・
一
九
政
令
四
七
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
六
・
一
〇
・
二
七
政
令
三
二
八
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
［
以
下
略
］

附

則
（
平
成
二
十
・
十
一
・
二
一
政
令
三
五
六
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等

及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年

度
以
降
に
お
い
て
把
握
す
べ
き
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等

及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種

指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
及
び
移
動
量
（
以
下
「
排
出
量
等
」
と
い
う
。
）
並

び
に
平
成
二
十
三
年
度
以
降
に
お
い
て
届
け
出
る
べ
き
排
出
量
等
に
つ
い
て
適

用
し
、
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
把
握
す
べ
き
排
出
量
等
及
び
平
成
二
十
二

年
度
に
お
い
て
届
け
出
る
べ
き
排
出
量
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。



別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

一

亜
鉛
の
水
溶
性
化
合
物

二

ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド

三

ア
ク
リ
ル
酸
エ
チ
ル

四

ア
ク
リ
ル
酸
及
び
そ
の
水
溶
性
塩

五

ア
ク
リ
ル
酸
二
―
（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
チ
ル

六

ア
ク
リ
ル
酸
二
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
エ
チ
ル

七

ア
ク
リ
ル
酸
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル

八

ア
ク
リ
ル
酸
メ
チ
ル

九

ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル

十

ア
ク
ロ
レ
イ
ン

十
一

ア
ジ
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

十
二

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド

十
三

ア
セ
ト
ニ
ト
リ
ル

十
四

ア
セ
ト
ン
シ
ア
ノ
ヒ
ド
リ
ン

十
五

ア
セ
ナ
フ
テ
ン

十
六

二
・
二
―
ア
ゾ
ビ
ス
イ
ソ
ブ
チ
ロ
ニ
ト
リ
ル

′

十
七

オ
ル
ト
―
ア
ニ
シ
ジ
ン

十
八

ア
ニ
リ
ン

十
九

一
―
ア
ミ
ノ
―
九
・
一
〇
―
ア
ン
ト
ラ
キ
ノ
ン

二
十

二
―
ア
ミ
ノ
エ
タ
ノ
ー
ル

二
十
一

五
―
ア
ミ
ノ
―
四
―
ク
ロ
ロ
―
二
―
フ
ェ
ニ
ル
ピ
リ
ダ
ジ
ン
―
三
（

二
Ｈ
）
―
オ
ン
（
別
名
ク
ロ
リ
ダ
ゾ
ン
）

二
十
二

五
―
ア
ミ
ノ
―
一
―
［
二
・
六
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
四
―
（
ト
リ
フ
ル
オ

ロ
メ
チ
ル
）
フ
ェ
ニ
ル
］
―
三
―
シ
ア
ノ
―
四
―
［
（
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ

ル
）
ス
ル
フ
ィ
ニ
ル
］
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
（
別
名
フ
ィ
プ
ロ
ニ
ル
）

二
十
三

パ
ラ
―
ア
ミ
ノ
フ
ェ
ノ
ー
ル

二
十
四

メ
タ
―
ア
ミ
ノ
フ
ェ
ノ
ー
ル

二
十
五

四
―
ア
ミ
ノ
―
六
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
―
三
―
メ
チ
ル
チ
オ
―

一
・
二
・
四
―
ト
リ
ア
ジ
ン
―
五
（
四
Ｈ
）
―
オ
ン
（
別
名
メ
ト
リ
ブ
ジ
ン

）
二
十
六

三
―
ア
ミ
ノ
―
一
―
プ
ロ
ペ
ン

二
十
七

四
―
ア
ミ
ノ
―
三
―
メ
チ
ル
―
六
―
フ
ェ
ニ
ル
―
一
・
二
・
四
―
ト

リ
ア
ジ
ン
―
五
（
四
Ｈ
）
―
オ
ン
（
別
名
メ
タ
ミ
ト
ロ
ン
）

二
十
八

ア
リ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

二
十
九

一
―
ア
リ
ル
オ
キ
シ
―
二
・
三
―
エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
パ
ン

三
十

直
鎖
ア
ル
キ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
及
び
そ
の
塩
（
ア
ル
キ
ル
基
の

炭
素
数
が
十
か
ら
十
四
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
に
限
る
。
）

三
十
一

ア
ン
チ
モ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

三
十
二

ア
ン
ト
ラ
セ
ン

三
十
三

石
綿

三
十
四

三
―
イ
ソ
シ
ア
ナ
ト
メ
チ
ル
―
三
・
五
・
五
―
ト
リ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ

ヘ
キ
シ
ル
＝
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

三
十
五

イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド

三
十
六

イ
ソ
プ
レ
ン

三
十
七

四
・
四
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
リ
デ
ン
ジ
フ
ェ
ノ
ー
ル
（
別
名
ビ
ス
フ
ェ
ノ

′

ー
ル
Ａ
）

三
十
八

二
・
二
―
［
イ
ソ
プ
ロ
ピ
リ
デ
ン
ビ
ス
［
（
二
・
六
―
ジ
ブ
ロ
モ
―

′

四
・
一
―
フ
ェ
ニ
レ
ン
）
オ
キ
シ
］
］
ジ
エ
タ
ノ
ー
ル

三
十
九

Ｎ
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ノ
ホ
ス
ホ
ン
酸
Ｏ
―
エ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
三

―
メ
チ
ル
―
四
―
メ
チ
ル
チ
オ
フ
ェ
ニ
ル
）
（
別
名
フ
ェ
ナ
ミ
ホ
ス
）

四
十

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
＝
二
―
（
四
―
メ
ト
キ
シ
ビ
フ
ェ
ニ
ル
―
三
―
イ
ル
）

ヒ
ド
ラ
ジ
ノ
ホ
ル
マ
ー
ト
（
別
名
ビ
フ
ェ
ナ
ゼ
ー
ト
）

四
十
一

三
―
イ
ソ
プ
ロ
ポ
キ
シ
―
二
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
ベ
ン
ズ
ア
ニ

′

リ
ド
（
別
名
フ
ル
ト
ラ
ニ
ル
）

四
十
二

二
―
イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ジ
ン
チ
オ
ン

四
十
三

一
・
一
―
［
イ
ミ
ノ
ジ
（
オ
ク
タ
メ
チ
レ
ン
）
］
ジ
グ
ア
ニ
ジ
ン
（

′

別
名
イ
ミ
ノ
ク
タ
ジ
ン
）



四
十
四

イ
ン
ジ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

四
十
五

エ
タ
ン
チ
オ
ー
ル

四
十
六

エ
チ
ル
＝
二
―
［
四
―
（
六
―
ク
ロ
ロ
―
二
―
キ
ノ
キ
サ
リ
ニ
ル
オ

キ
シ
）
フ
ェ
ノ
キ
シ
］
プ
ロ
ピ
オ
ナ
ー
ト
（
別
名
キ
ザ
ロ
ホ
ッ
プ
エ
チ
ル
）

四
十
七

Ｏ
―
エ
チ
ル
＝
Ｏ
―
（
六
―
ニ
ト
ロ
―
メ
タ
―
ト
リ
ル
）
＝
セ
カ
ン

ダ
リ
―
ブ
チ
ル
ホ
ス
ホ
ル
ア
ミ
ド
チ
オ
ア
ー
ト
（
別
名
ブ
タ
ミ
ホ
ス
）

四
十
八

Ｏ
―
エ
チ
ル
＝
Ｏ
―
四
―
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
＝
フ
ェ
ニ
ル
ホ
ス
ホ
ノ

チ
オ
ア
ー
ト
（
別
名
Ｅ
Ｐ
Ｎ
）

四
十
九

Ｎ
―
（
一
―
エ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
）
―
二
・
六
―
ジ
ニ
ト
ロ
―
三
・
四

―
キ
シ
リ
ジ
ン
（
別
名
ペ
ン
デ
ィ
メ
タ
リ
ン
）

五
十

Ｓ
―
エ
チ
ル
＝
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―
一
Ｈ
―
ア
ゼ
ピ
ン
―
一
―
カ
ル
ボ
チ

オ
ア
ー
ト
（
別
名
モ
リ
ネ
ー
ト
）

五
十
一

二
―
エ
チ
ル
ヘ
キ
サ
ン
酸

五
十
二

エ
チ
ル
＝
（
Ｚ
）
―
三
―
［
Ｎ
―
ベ
ン
ジ
ル
―
Ｎ
―
［
［
メ
チ
ル
（

一
―
メ
チ
ル
チ
オ
エ
チ
リ
デ
ン
ア
ミ
ノ
オ
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
）
ア
ミ
ノ
］
チ

オ
］
ア
ミ
ノ
］
プ
ロ
ピ
オ
ナ
ー
ト
（
別
名
ア
ラ
ニ
カ
ル
ブ
）

五
十
三

エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

五
十
四

Ｏ
―
エ
チ
ル
＝
Ｓ
―
一
―
メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
＝
（
二
―
オ
キ
ソ
―
三

―
チ
ア
ゾ
リ
ジ
ニ
ル
）
ホ
ス
ホ
ノ
チ
オ
ア
ー
ト
（
別
名
ホ
ス
チ
ア
ゼ
ー
ト
）

五
十
五

エ
チ
レ
ン
イ
ミ
ン

五
十
六

エ
チ
レ
ン
オ
キ
シ
ド

五
十
七

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

五
十
八

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル

五
十
九

エ
チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

六
十

エ
チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
四
酢
酸

六
十
一

Ｎ
・
Ｎ
―
エ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
）
マ
ン
ガ
ン
（

′

別
名
マ
ン
ネ
ブ
）

六
十
二

Ｎ
・
Ｎ
―
エ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
）
マ
ン
ガ
ン
と

′

Ｎ
・
Ｎ
―
エ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
）
亜
鉛
の
錯
化
合
物
（

′

別
名
マ
ン
コ
ゼ
ブ
又
は
マ
ン
ゼ
ブ
）

六
十
三

一
・
一
―
エ
チ
レ
ン
―
二
・
二
―
ビ
ピ
リ
ジ
ニ
ウ
ム
＝
ジ
ブ
ロ
ミ
ド

′

′

（
別
名
ジ
ク
ア
ト
ジ
ブ
ロ
ミ
ド
又
は
ジ
ク
ワ
ッ
ト
）

六
十
四

二
―
（
四
―
エ
ト
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
二
―
メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
＝
三

―
フ
ェ
ノ
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
エ
ー
テ
ル
（
別
名
エ
ト
フ
ェ
ン
プ
ロ
ッ
ク
ス
）

六
十
五

エ
ピ
ク
ロ
ロ
ヒ
ド
リ
ン

六
十
六

一
・
二
―
エ
ポ
キ
シ
ブ
タ
ン

六
十
七

二
・
三
―
エ
ポ
キ
シ
―
一
―
プ
ロ
パ
ノ
ー
ル

六
十
八

一
・
二
―
エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
）

六
十
九

二
・
三
―
エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
＝
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル

七
十

エ
マ
メ
ク
チ
ン
安
息
香
酸
塩
（
別
名
エ
マ
メ
ク
チ
ン
Ｂ
一
ａ

安
息
香
酸

塩
及
び
エ
マ
メ
ク
チ
ン
Ｂ
一
ｂ

安
息
香
酸
塩
の
混
合
物
）

七
十
一

塩
化
第
二
鉄

七
十
二

塩
化
パ
ラ
フ
ィ
ン
（
炭
素
数
が
十
か
ら
十
三
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の

混
合
物
に
限
る
。
）

七
十
三

一
―
オ
ク
タ
ノ
ー
ル

七
十
四

パ
ラ
―
オ
ク
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル

七
十
五

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

七
十
六

イ
プ
シ
ロ
ン
―
カ
プ
ロ
ラ
ク
タ
ム

七
十
七

カ
ル
シ
ウ
ム
シ
ア
ナ
ミ
ド

七
十
八

二
・
四
―
キ
シ
レ
ノ
ー
ル

七
十
九

二
・
六
―
キ
シ
レ
ノ
ー
ル

八
十

キ
シ
レ
ン

八
十
一

キ
ノ
リ
ン

八
十
二

銀
及
び
そ
の
水
溶
性
化
合
物

八
十
三

ク
メ
ン

八
十
四

グ
リ
オ
キ
サ
ー
ル

八
十
五

グ
ル
タ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド

八
十
六

ク
レ
ゾ
ー
ル



八
十
七

ク
ロ
ム
及
び
三
価
ク
ロ
ム
化
合
物

八
十
八

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

八
十
九

ク
ロ
ロ
ア
ニ
リ
ン

九
十

二
―
ク
ロ
ロ
―
四
―
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
―
六
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ノ
―

一
・
三
・
五
―
ト
リ
ア
ジ
ン
（
別
名
ア
ト
ラ
ジ
ン
）

九
十
一

二
―
（
四
―
ク
ロ
ロ
―
六
―
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
―
一
・
三
・
五
―
ト
リ

ア
ジ
ン
―
二
―
イ
ル
）
ア
ミ
ノ
―
二
―
メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
オ
ノ
ニ
ト
リ
ル
（
別

名
シ
ア
ナ
ジ
ン
）

九
十
二

四
―
ク
ロ
ロ
―
三
―
エ
チ
ル
―
一
―
メ
チ
ル
―
Ｎ
―
［
四
―
（
パ
ラ

ト
リ
ル
オ
キ
シ
）
ベ
ン
ジ
ル
］
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
―
五
―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
別

名
ト
ル
フ
ェ
ン
ピ
ラ
ド
）

九
十
三

二
―
ク
ロ
ロ
―
二
―
エ
チ
ル
―
Ｎ
―
（
二
―
メ
ト
キ
シ
―
一
―
メ
チ

′

ル
エ
チ
ル
）
―
六
―
メ
チ
ル
ア
セ
ト
ア
ニ
リ
ド
（
別
名
メ
ト
ラ
ク
ロ
ー
ル
）

′

九
十
四

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
別
名
塩
化
ビ
ニ
ル
）

九
十
五

三
―
ク
ロ
ロ
―
Ｎ
―
（
三
―
ク
ロ
ロ
―
五
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル

―
二
―
ピ
リ
ジ
ル
）
―
ア
ル
フ
ァ
・
ア
ル
フ
ァ
・
ア
ル
フ
ァ
―
ト
リ
フ
ル
オ

ロ
―
二
・
六
―
ジ
ニ
ト
ロ
―
パ
ラ
―
ト
ル
イ
ジ
ン
（
別
名
フ
ル
ア
ジ
ナ
ム
）

九
十
六

一
―
［
［
二
―
［
二
―
ク
ロ
ロ
―
四
―
（
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ

）
フ
ェ
ニ
ル
］
―
四
―
メ
チ
ル
―
一
・
三
―
ジ
オ
キ
ソ
ラ
ン
―
二
―
イ
ル
］

メ
チ
ル
］
―
一
Ｈ
―
一
・
二
・
四
―
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
（
別
名
ジ
フ
ェ
ノ
コ
ナ

ゾ
ー
ル
）

九
十
七

一
―
ク
ロ
ロ
―
二
―
（
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
）
ベ
ン
ゼ
ン

九
十
八

ク
ロ
ロ
酢
酸

九
十
九

ク
ロ
ロ
酢
酸
エ
チ
ル

百

二
―
ク
ロ
ロ
―
二
・
六
―
ジ
エ
チ
ル
―
Ｎ
―
（
二
―
プ
ロ
ポ
キ
シ
エ
チ
ル

′

′

）
ア
セ
ト
ア
ニ
リ
ド
（
別
名
プ
レ
チ
ラ
ク
ロ
ー
ル
）

百
一

二
―
ク
ロ
ロ
―
二
・
六
―
ジ
エ
チ
ル
―
Ｎ
―
（
メ
ト
キ
シ
メ
チ
ル
）
ア

′

′

セ
ト
ア
ニ
リ
ド
（
別
名
ア
ラ
ク
ロ
ー
ル
）

百
二

一
―
ク
ロ
ロ
―
二
・
四
―
ジ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

百
三

一
―
ク
ロ
ロ
―
一
・
一
―
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一

四
二
ｂ
）

百
四

ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
）

百
五

二
―
ク
ロ
ロ
―
一
・
一
・
一
・
二
―
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名

Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
四
）

百
六

ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
三
三
）

百
七

ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
三
）

百
八

（
Ｒ
Ｓ
）
―
二
―
（
四
―
ク
ロ
ロ
―
オ
ル
ト
―
ト
リ
ル
オ
キ
シ
）
プ
ロ

ピ
オ
ン
酸
（
別
名
メ
コ
プ
ロ
ッ
プ
）

百
九

オ
ル
ト
―
ク
ロ
ロ
ト
ル
エ
ン

百
十

パ
ラ
―
ク
ロ
ロ
ト
ル
エ
ン

百
十
一

二
―
ク
ロ
ロ
―
四
―
ニ
ト
ロ
ア
ニ
リ
ン

百
十
二

二
―
ク
ロ
ロ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

百
十
三

二
―
ク
ロ
ロ
―
四
・
六
―
ビ
ス
（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
―
一
・
三
・
五

―
ト
リ
ア
ジ
ン
（
別
名
シ
マ
ジ
ン
又
は
Ｃ
Ａ
Ｔ
）

百
十
四

（
Ｒ
Ｓ
）
―
二
―
［
二
―
（
三
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
二
・
三
―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
］
―
二
―
エ
チ
ル
イ
ン
ダ
ン
―
一
・
三
―
ジ
オ
ン
（
別

名
イ
ン
ダ
ノ
フ
ァ
ン
）

百
十
五

四
―
（
二
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
Ｎ
―
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
―
Ｎ
―

エ
チ
ル
―
四
・
五
―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
五
―
オ
キ
ソ
―
一
Ｈ
―
テ
ト
ラ
ゾ
ー
ル
―

一
―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
別
名
フ
ェ
ン
ト
ラ
ザ
ミ
ド
）

百
十
六

（
四
Ｒ
Ｓ
・
五
Ｒ
Ｓ
）
―
五
―
（
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
Ｎ
―

シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
―
四
―
メ
チ
ル
―
二
―
オ
キ
ソ
―
一
・
三
―
チ
ア
ゾ
リ
ジ

ン
―
三
―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
別
名
ヘ
キ
シ
チ
ア
ゾ
ク
ス
）

百
十
七

（
Ｒ
Ｓ
）
―
一
―
パ
ラ
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
―
四
・
四
―
ジ
メ
チ
ル

―
三
―
（
一
Ｈ
―
一
・
二
・
四
―
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
―
一
―
イ
ル
メ
チ
ル
）
ペ

ン
タ
ン
―
三
―
オ
ー
ル
（
別
名
テ
ブ
コ
ナ
ゾ
ー
ル
）

百
十
八

二
―
（
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
二
―
（
一
Ｈ
―
一
・
二
・
四
―

ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
―
一
―
イ
ル
メ
チ
ル
）
ヘ
キ
サ
ン
ニ
ト
リ
ル
（
別
名
ミ
ク
ロ



ブ
タ
ニ
ル
）

百
十
九

（
Ｒ
Ｓ
）
―
四
―
（
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
二
―
フ
ェ
ニ
ル
―

二
―
（
一
Ｈ
―
一
・
二
・
四
―
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
―
一
―
イ
ル
メ
チ
ル
）
ブ
チ

ロ
ニ
ト
リ
ル
（
別
名
フ
ェ
ン
ブ
コ
ナ
ゾ
ー
ル
）

百
二
十

オ
ル
ト
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル

百
二
十
一

パ
ラ
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル

百
二
十
二

二
―
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸

百
二
十
三

三
―
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
（
別
名
塩
化
ア
リ
ル
）

百
二
十
四

一
―
（
二
―
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）
―
三
―
（
一
―
メ
チ
ル
―
一
―

フ
ェ
ニ
ル
エ
チ
ル
）
ウ
レ
ア
（
別
名
ク
ミ
ル
ロ
ン
）

百
二
十
五

ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

百
二
十
六

ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
五
）

百
二
十
七

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

百
二
十
八

ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
塩
化
メ
チ
ル
）

百
二
十
九

四
―
ク
ロ
ロ
―
三
―
メ
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル

百
三
十

（
四
―
ク
ロ
ロ
―
二
―
メ
チ
ル
フ
ェ
ノ
キ
シ
）
酢
酸
（
別
名
Ｍ
Ｃ
Ｐ

又
は
Ｍ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）

百
三
十
一

三
―
ク
ロ
ロ
―
二
―
メ
チ
ル
―
一
―
プ
ロ
ペ
ン

百
三
十
二

コ
バ
ル
ト
及
び
そ
の
化
合
物

百
三
十
三

酢
酸
二
―
エ
ト
キ
シ
エ
チ
ル
（
別
名
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ

エ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
ア
セ
テ
ー
ト
）

百
三
十
四

酢
酸
ビ
ニ
ル

百
三
十
五

酢
酸
二
―
メ
ト
キ
シ
エ
チ
ル
（
別
名
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ

メ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
ア
セ
テ
ー
ト
）

百
三
十
六

サ
リ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド

百
三
十
七

シ
ア
ナ
ミ
ド

百
三
十
八

（
Ｒ
Ｓ
）
―
二
―
シ
ア
ノ
―
Ｎ
―
［
（
Ｒ
）
―
一
―
（
二
・
四
―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
チ
ル
］
―
三
・
三
―
ジ
メ
チ
ル
ブ
チ
ラ
ミ
ド
（
別

名
ジ
ク
ロ
シ
メ
ッ
ト
）

百
三
十
九

（
Ｓ
）
―
ア
ル
フ
ァ
―
シ
ア
ノ
―
三
―
フ
ェ
ノ
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
＝

（
一
Ｒ
・
三
Ｓ
）
―
二
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
―
三
―
（
一
・
二
・
二
・
二
―
テ

ト
ラ
ブ
ロ
モ
エ
チ
ル
）
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
（
別
名
ト
ラ

ロ
メ
ト
リ
ン
）

百
四
十

（
Ｒ
Ｓ
）
―
ア
ル
フ
ァ
―
シ
ア
ノ
―
三
―
フ
ェ
ノ
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
＝

二
・
二
・
三
・
三
―
テ
ト
ラ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト

（
別
名
フ
ェ
ン
プ
ロ
パ
ト
リ
ン
）

百
四
十
一

ト
ラ
ン
ス
―
一
―
（
二
―
シ
ア
ノ
―
二
―
メ
ト
キ
シ
イ
ミ
ノ
ア
セ

チ
ル
）
―
三
―
エ
チ
ル
ウ
レ
ア
（
別
名
シ
モ
キ
サ
ニ
ル
）

百
四
十
二

二
・
四
―
ジ
ア
ミ
ノ
ア
ニ
ソ
ー
ル

百
四
十
三

四
・
四
―
ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル

′

百
四
十
四

無
機
シ
ア
ン
化
合
物
（
錯
塩
及
び
シ
ア
ン
酸
塩
を
除
く
。
）

百
四
十
五

二
―
（
ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
タ
ノ
ー
ル

百
四
十
六

Ｏ
―
二
―
ジ
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
―
六
―
メ
チ
ル
ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
四
―

イ
ル
＝
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
メ
チ
ル
＝
ホ
ス
ホ
ロ
チ
オ
ア
ー
ト
（
別
名
ピ
リ
ミ
ホ
ス

メ
チ
ル
）

百
四
十
七

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
エ
チ
ル
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
Ｓ
―
四
―
ク
ロ
ロ
ベ
ン

ジ
ル
（
別
名
チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ
又
は
ベ
ン
チ
オ
カ
ー
ブ
）

百
四
十
八

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
エ
チ
ル
―
三
―
（
二
・
四
・
六
―
ト
リ
メ
チ
ル
フ
ェ

ニ
ル
ス
ル
ホ
ニ
ル
）
―
一
Ｈ
―
一
・
二
・
四
―
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
―
一
―
カ
ル

ボ
キ
サ
ミ
ド
（
別
名
カ
フ
ェ
ン
ス
ト
ロ
ー
ル
）

百
四
十
九

四
塩
化
炭
素

百
五
十

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

百
五
十
一

一
・
三
―
ジ
オ
キ
ソ
ラ
ン

百
五
十
二

一
・
三
―
ジ
カ
ル
バ
モ
イ
ル
チ
オ
―
二
―
（
Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル

ア
ミ
ノ
）
―
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
カ
ル
タ
ッ
プ
）

百
五
十
三

シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
―
一
―
エ
ン
―
一
・
二
―
ジ
カ
ル
ボ
キ
シ
イ
ミ
ド

メ
チ
ル
＝
（
一
Ｒ
Ｓ
）
―
シ
ス
―
ト
ラ
ン
ス
―
二
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
―
三
―

（
二
―
メ
チ
ル
プ
ロ
パ
―
一
―
エ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ



ー
ト
（
別
名
テ
ト
ラ
メ
ト
リ
ン
）

百
五
十
四

シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン

百
五
十
五

Ｎ
―
（
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
チ
オ
）
フ
タ
ル
イ
ミ
ド

百
五
十
六

ジ
ク
ロ
ロ
ア
ニ
リ
ン

百
五
十
七

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

百
五
十
八

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
別
名
塩
化
ビ
ニ
リ
デ
ン
）

百
五
十
九

シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

百
六
十

三
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
四
・
四
―
ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
タ
ン

′

′

百
六
十
一

ジ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
）

百
六
十
二

三
・
五
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
Ｎ
―
（
一
・
一
―
ジ
メ
チ
ル
―
二
―
プ
ロ

ピ
ニ
ル
）
ベ
ン
ズ
ア
ミ
ド
（
別
名
プ
ロ
ピ
ザ
ミ
ド
）

百
六
十
三

ジ
ク
ロ
ロ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
四
）

百
六
十
四

二
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
一
・
一
・
一
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（

別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
二
三
）

百
六
十
五

二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
ト
ル
エ
ン

百
六
十
六

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
四
―
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

百
六
十
七

一
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
二
―
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

百
六
十
八

三
―
（
三
・
五
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
Ｎ
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル

―
二
・
四
―
ジ
オ
キ
ソ
イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ジ
ン
―
一
―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
別
名

イ
プ
ロ
ジ
オ
ン
）

百
六
十
九

三
―
（
三
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
一
・
一
―
ジ
メ
チ
ル

尿
素
（
別
名
ジ
ウ
ロ
ン
又
は
Ｄ
Ｃ
Ｍ
Ｕ
）

百
七
十

（
Ｒ
Ｓ
）
―
二
―
（
二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
三
―
（
一

Ｈ
―
一
・
二
・
四
―
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
―
一
―
イ
ル
）
プ
ロ
ピ
ル
＝
一
・
一
・

二
・
二
―
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
ル
＝
エ
ー
テ
ル
（
別
名
テ
ト
ラ
コ
ナ
ゾ
ー

ル
）

百
七
十
一

（
二
Ｒ
Ｓ
・
四
Ｒ
Ｓ
）
―
一
―
［
二
―
（
二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ

ェ
ニ
ル
）
―
四
―
プ
ロ
ピ
ル
―
一
・
三
―
ジ
オ
キ
ソ
ラ
ン
―
二
―
イ
ル
メ
チ

ル
］
―
一
Ｈ
―
一
・
二
・
四
―
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
及
び
（
二
Ｒ
Ｓ
・
四
Ｓ
Ｒ
）

―
一
―
［
二
―
（
二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
四
―
プ
ロ
ピ
ル
―
一

・
三
―
ジ
オ
キ
ソ
ラ
ン
―
二
―
イ
ル
メ
チ
ル
］
―
一
Ｈ
―
一
・
二
・
四
―
ト

リ
ア
ゾ
ー
ル
の
混
合
物
（
別
名
プ
ロ
ピ
コ
ナ
ゾ
ー
ル
）

百
七
十
二

三
―
［
一
―
（
三
・
五
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
一
―
メ
チ
ル

エ
チ
ル
］
―
三
・
四
―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
六
―
メ
チ
ル
―
五
―
フ
ェ
ニ
ル
―
二
Ｈ

―
一
・
三
―
オ
キ
サ
ジ
ン
―
四
―
オ
ン
（
別
名
オ
キ
サ
ジ
ク
ロ
メ
ホ
ン
）

百
七
十
三

（
Ｒ
Ｓ
）
―
三
―
（
三
・
五
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
五
―
メ

チ
ル
―
五
―
ビ
ニ
ル
―
一
・
三
―
オ
キ
サ
ゾ
リ
ジ
ン
―
二
・
四
―
ジ
オ
ン
（

別
名
ビ
ン
ク
ロ
ゾ
リ
ン
）

百
七
十
四

三
―
（
三
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
一
―
メ
ト
キ
シ
―
一

―
メ
チ
ル
尿
素
（
別
名
リ
ニ
ュ
ロ
ン
）

百
七
十
五

二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酢
酸
（
別
名
二
・
四
―
Ｄ
又
は

二
・
四
―
Ｐ
Ａ
）

百
七
十
六

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
一
―
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ

―
一
四
一
ｂ
）

百
七
十
七

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
一
）

百
七
十
八

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン

百
七
十
九

一
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
（
別
名
Ｄ
―
Ｄ
）

百
八
十

三
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ジ
ジ
ン

′

百
八
十
一

ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

百
八
十
二

二
―
［
四
―
（
二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゾ
イ
ル
）
―
一
・
三
―

ジ
メ
チ
ル
―
五
―
ピ
ラ
ゾ
リ
ル
オ
キ
シ
］
ア
セ
ト
フ
ェ
ノ
ン
（
別
名
ピ
ラ
ゾ

キ
シ
フ
ェ
ン
）

百
八
十
三

四
―
（
二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゾ
イ
ル
）
―
一
・
三
―
ジ
メ
チ

ル
―
五
―
ピ
ラ
ゾ
リ
ル
＝
四
―
ト
ル
エ
ン
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
（
別
名
ピ
ラ
ゾ
レ

ー
ト
）

百
八
十
四

二
・
六
―
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゾ
ニ
ト
リ
ル
（
別
名
ジ
ク
ロ
ベ
ニ
ル
又

は
Ｄ
Ｂ
Ｎ
）

百
八
十
五

ジ
ク
ロ
ロ
ペ
ン
タ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
別
名
Ｈ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
二
二



五
）

百
八
十
六

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
塩
化
メ
チ
レ
ン
）

百
八
十
七

二
・
三
―
ジ
シ
ア
ノ
―
一
・
四
―
ジ
チ
ア
ア
ン
ト
ラ
キ
ノ
ン
（
別

名
ジ
チ
ア
ノ
ン
）

百
八
十
八

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
ア
ミ
ン

百
八
十
九

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
―
二
―
ベ
ン
ゾ
チ
ア
ゾ
ー
ル
ス
ル

フ
ェ
ン
ア
ミ
ド

百
九
十

ジ
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ン

百
九
十
一

一
・
三
―
ジ
チ
オ
ラ
ン
―
二
―
イ
リ
デ
ン
マ
ロ
ン
酸
ジ
イ
ソ
プ
ロ

ピ
ル
（
別
名
イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン
）

百
九
十
二

ジ
チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
―
エ
チ
ル
―
Ｓ
・
Ｓ
―
ジ
フ
ェ
ニ
ル
（
別
名
エ

デ
ィ
フ
ェ
ン
ホ
ス
又
は
Ｅ
Ｄ
Ｄ
Ｐ
）

百
九
十
三

ジ
チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
エ
チ
ル
―
Ｓ
―
（
二
―
エ
チ
ル
チ
オ

エ
チ
ル
）
（
別
名
エ
チ
ル
チ
オ
メ
ト
ン
又
は
ジ
ス
ル
ホ
ト
ン
）

百
九
十
四

ジ
チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
エ
チ
ル
―
Ｓ
―
［
（
六
―
ク
ロ
ロ
―

二
・
三
―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
二
―
オ
キ
ソ
ベ
ン
ゾ
オ
キ
サ
ゾ
リ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
］

（
別
名
ホ
サ
ロ
ン
）

百
九
十
五

ジ
チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
―
二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
―
Ｏ
―
エ
チ

ル
―
Ｓ
―
プ
ロ
ピ
ル
（
別
名
プ
ロ
チ
オ
ホ
ス
）

百
九
十
六

ジ
チ
オ
り
ん
酸
Ｓ
―
（
二
・
三
―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
五
―
メ
ト
キ
シ
―

二
―
オ
キ
ソ
―
一
・
三
・
四
―
チ
ア
ジ
ア
ゾ
ー
ル
―
三
―
イ
ル
）
メ
チ
ル
―

Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
メ
チ
ル
（
別
名
メ
チ
ダ
チ
オ
ン
又
は
Ｄ
Ｍ
Ｔ
Ｐ
）

百
九
十
七

ジ
チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
メ
チ
ル
―
Ｓ
―
一
・
二
―
ビ
ス
（
エ

ト
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
）
エ
チ
ル
（
別
名
マ
ラ
ソ
ン
又
は
マ
ラ
チ
オ
ン
）

百
九
十
八

ジ
チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
メ
チ
ル
―
Ｓ
―
［
（
Ｎ
―
メ
チ
ル
カ

ル
バ
モ
イ
ル
）
メ
チ
ル
］
（
別
名
ジ
メ
ト
エ
ー
ト
）

百
九
十
九

ジ
ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
二
・
二
―
ビ
ニ
レ
ン
ビ
ス
［
五
―
（
四
―
モ
ル

′

ホ
リ
ノ
―
六
―
ア
ニ
リ
ノ
―
一
・
三
・
五
―
ト
リ
ア
ジ
ン
―
二
―
イ
ル
ア
ミ

ノ
）
ベ
ン
ゼ
ン
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
］
（
別
名
Ｃ
Ｉ
フ
ル
オ
レ
ス
セ
ン
ト
二
百
六

十
）

二
百

ジ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン

二
百
一

二
・
四
―
ジ
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル

二
百
二

ジ
ビ
ニ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

二
百
三

ジ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ミ
ン

二
百
四

ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル

二
百
五

一
・
三
―
ジ
フ
ェ
ニ
ル
グ
ア
ニ
ジ
ン

二
百
六

Ｎ
―
ジ
ブ
チ
ル
ア
ミ
ノ
チ
オ
―
Ｎ
―
メ
チ
ル
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
二
・
三

―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
二
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
―
七
―
ベ
ン
ゾ
［
ｂ
］
フ
ラ
ニ
ル
（
別

名
カ
ル
ボ
ス
ル
フ
ァ
ン
）

二
百
七

二
・
六
―
ジ
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
―
四
―
ク
レ
ゾ
ー
ル

二
百
八

二
・
四
―
ジ
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル

二
百
九

ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

二
百
十

二
・
二
―
ジ
ブ
ロ
モ
―
二
―
シ
ア
ノ
ア
セ
ト
ア
ミ
ド

二
百
十
一

ジ
ブ
ロ
モ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
ハ
ロ
ン
―
二
四
〇
二

）
二
百
十
二

（
Ｒ
Ｓ
）
―
Ｏ
・
Ｓ
―
ジ
メ
チ
ル
＝
ア
セ
チ
ル
ホ
ス
ホ
ル
ア
ミ
ド

チ
オ
ア
ー
ト
（
別
名
ア
セ
フ
ェ
ー
ト
）

二
百
十
三

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ア
セ
ト
ア
ミ
ド

二
百
十
四

二
・
四
―
ジ
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン

二
百
十
五

二
・
六
―
ジ
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン

二
百
十
六

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン

二
百
十
七

五
―
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
―
一
・
二
・
三
―
ト
リ
チ
ア
ン
（
別
名
チ

オ
シ
ク
ラ
ム
）

二
百
十
八

ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン

二
百
十
九

ジ
メ
チ
ル
ジ
ス
ル
フ
ィ
ド

二
百
二
十

ジ
メ
チ
ル
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
の
水
溶
性
塩

二
百
二
十
一

二
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
―
二
・
三
―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
一
―
ベ
ン
ゾ
フ

ラ
ン
―
七
―
イ
ル
＝
Ｎ
―
［
Ｎ
―
（
二
―
エ
ト
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
エ
チ
ル
）



―
Ｎ
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ス
ル
フ
ェ
ナ
モ
イ
ル
］
―
Ｎ
―
メ
チ
ル
カ
ル
バ
マ
ー

ト
（
別
名
ベ
ン
フ
ラ
カ
ル
ブ
）

二
百
二
十
二

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
Ｓ
―
四
―
フ
ェ
ノ
キ

シ
ブ
チ
ル
（
別
名
フ
ェ
ノ
チ
オ
カ
ル
ブ
）

二
百
二
十
三

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ド
デ
シ
ル
ア
ミ
ン

二
百
二
十
四

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ド
デ
シ
ル
ア
ミ
ン
＝
Ｎ
―
オ
キ
シ
ド

二
百
二
十
五

ジ
メ
チ
ル
＝
二
・
二
・
二
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
―
一
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ

エ
チ
ル
ホ
ス
ホ
ナ
ー
ト
（
別
名
ト
リ
ク
ロ
ル
ホ
ン
又
は
Ｄ
Ｅ
Ｐ
）

二
百
二
十
六

一
・
一
―
ジ
メ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

二
百
二
十
七

一
・
一
―
ジ
メ
チ
ル
―
四
・
四
―
ビ
ピ
リ
ジ
ニ
ウ
ム
＝
ジ
ク
ロ

′

′

リ
ド
（
別
名
パ
ラ
コ
ー
ト
又
は
パ
ラ
コ
ー
ト
ジ
ク
ロ
リ
ド
）

二
百
二
十
八

三
・
三
―
ジ
メ
チ
ル
ビ
フ
ェ
ニ
ル
―
四
・
四
―
ジ
イ
ル
＝
ジ
イ

′

′

ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

二
百
二
十
九

ジ
メ
チ
ル
＝
四
・
四
―
（
オ
ル
ト
―
フ
ェ
ニ
レ
ン
）
ビ
ス
（
三

′

―
チ
オ
ア
ロ
フ
ァ
ナ
ー
ト
）
（
別
名
チ
オ
フ
ァ
ネ
ー
ト
メ
チ
ル
）

二
百
三
十

Ｎ
―
（
一
・
三
―
ジ
メ
チ
ル
ブ
チ
ル
）
―
Ｎ
―
フ
ェ
ニ
ル
―
パ
ラ

′

―
フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

二
百
三
十
一

三
・
三
―
ジ
メ
チ
ル
ベ
ン
ジ
ジ
ン
（
別
名
オ
ル
ト
―
ト
リ
ジ
ン

′

）
二
百
三
十
二

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ホ
ル
ム
ア
ミ
ド

二
百
三
十
三

二
―
［
（
ジ
メ
ト
キ
シ
ホ
ス
フ
ィ
ノ
チ
オ
イ
ル
）
チ
オ
］
―
二

―
フ
ェ
ニ
ル
酢
酸
エ
チ
ル
（
別
名
フ
ェ
ン
ト
エ
ー
ト
又
は
Ｐ
Ａ
Ｐ
）

二
百
三
十
四

臭
素

二
百
三
十
五

臭
素
酸
の
水
溶
性
塩

二
百
三
十
六

三
・
五
―
ジ
ヨ
ー
ド
―
四
―
オ
ク
タ
ノ
イ
ル
オ
キ
シ
ベ
ン
ゾ
ニ

ト
リ
ル
（
別
名
ア
イ
オ
キ
シ
ニ
ル
）

二
百
三
十
七

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

二
百
三
十
八

水
素
化
テ
ル
フ
ェ
ニ
ル

二
百
三
十
九

有
機
ス
ズ
化
合
物

二
百
四
十

ス
チ
レ
ン

二
百
四
十
一

二
―
ス
ル
ホ
ヘ
キ
サ
デ
カ
ン
酸
―
一
―
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
ナ
ト

リ
ウ
ム
塩

二
百
四
十
二

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

二
百
四
十
三

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

二
百
四
十
四

二
―
チ
オ
キ
ソ
―
三
・
五
―
ジ
メ
チ
ル
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
二
Ｈ

―
一
・
三
・
五
―
チ
ア
ジ
ア
ジ
ン
（
別
名
ダ
ゾ
メ
ッ
ト
）

二
百
四
十
五

チ
オ
尿
素

二
百
四
十
六

チ
オ
フ
ェ
ノ
ー
ル

二
百
四
十
七

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
―
一
―
（
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
四
―
ピ

ラ
ゾ
リ
ル
―
Ｏ
―
エ
チ
ル
―
Ｓ
―
プ
ロ
ピ
ル
（
別
名
ピ
ラ
ク
ロ
ホ
ス
）

二
百
四
十
八

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
エ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
二
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ

ル
―
六
―
メ
チ
ル
―
四
―
ピ
リ
ミ
ジ
ニ
ル
）
（
別
名
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
）

二
百
四
十
九

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
エ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
三
・
五
・
六
―
ト

リ
ク
ロ
ロ
―
二
―
ピ
リ
ジ
ル
）
（
別
名
ク
ロ
ル
ピ
リ
ホ
ス
）

二
百
五
十

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
エ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
五
―
フ
ェ
ニ
ル
―
三

―
イ
ソ
オ
キ
サ
ゾ
リ
ル
）
（
別
名
イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン
）

二
百
五
十
一

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
メ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
三
―
メ
チ
ル
―
四

―
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
（
別
名
フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン
又
は
Ｍ
Ｅ
Ｐ
）

二
百
五
十
二

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
メ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
三
―
メ
チ
ル
―
四

―
メ
チ
ル
チ
オ
フ
ェ
ニ
ル
）
（
別
名
フ
ェ
ン
チ
オ
ン
又
は
Ｍ
Ｐ
Ｐ
）

二
百
五
十
三

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
―
四
―
ブ
ロ
モ
―
二
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
―
Ｏ

―
エ
チ
ル
―
Ｓ
―
プ
ロ
ピ
ル
（
別
名
プ
ロ
フ
ェ
ノ
ホ
ス
）

二
百
五
十
四

チ
オ
り
ん
酸
Ｓ
―
ベ
ン
ジ
ル
―
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
（

別
名
イ
プ
ロ
ベ
ン
ホ
ス
又
は
Ｉ
Ｂ
Ｐ
）

二
百
五
十
五

デ
カ
ブ
ロ
モ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル

二
百
五
十
六

デ
カ
ン
酸

二
百
五
十
七

デ
シ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
（
別
名
デ
カ
ノ
ー
ル
）

二
百
五
十
八

一
・
三
・
五
・
七
―
テ
ト
ラ
ア
ザ
ト
リ
シ
ク
ロ
［
三
・
三
・
一



・
一
］
デ
カ
ン
（
別
名
ヘ
キ
サ
メ
チ
レ
ン
テ
ト
ラ
ミ
ン
）

三
・
七

二
百
五
十
九

テ
ト
ラ
エ
チ
ル
チ
ウ
ラ
ム
ジ
ス
ル
フ
ィ
ド
（
別
名
ジ
ス
ル
フ
ィ

ラ
ム
）

二
百
六
十

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
イ
ソ
フ
タ
ロ
ニ
ト
リ
ル
（
別
名
ク
ロ
ロ
タ
ロ
ニ
ル

又
は
Ｔ
Ｐ
Ｎ
）

二
百
六
十
一

四
・
五
・
六
・
七
―
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
イ
ソ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン
―
一

（
三
Ｈ
）
―
オ
ン
（
別
名
フ
サ
ラ
イ
ド
）

二
百
六
十
二

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

二
百
六
十
三

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
二

）
二
百
六
十
四

二
・
三
・
五
・
六
―
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
―
パ
ラ
―
ベ
ン
ゾ
キ
ノ
ン

二
百
六
十
五

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
メ
チ
ル
無
水
フ
タ
ル
酸

二
百
六
十
六

二
・
三
・
五
・
六
―
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
―
四
―
メ
チ
ル
ベ
ン
ジ

ル
＝
（
Ｚ
）
―
三
―
（
二
―
ク
ロ
ロ
―
三
・
三
・
三
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
―
一

―
プ
ロ
ペ
ニ
ル
）
―
二
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ

ー
ト
（
別
名
テ
フ
ル
ト
リ
ン
）

二
百
六
十
七

三
・
七
・
九
・
一
三
―
テ
ト
ラ
メ
チ
ル
―
五
・
一
一
―
ジ
オ
キ

サ
―
二
・
八
・
一
四
―
ト
リ
チ
ア
―
四
・
七
・
九
・
一
二
―
テ
ト
ラ
ア
ザ
ペ

ン
タ
デ
カ
―
三
・
一
二
―
ジ
エ
ン
―
六
・
一
〇
―
ジ
オ
ン
（
別
名
チ
オ
ジ
カ

ル
ブ
）

二
百
六
十
八

テ
ト
ラ
メ
チ
ル
チ
ウ
ラ
ム
ジ
ス
ル
フ
ィ
ド
（
別
名
チ
ウ
ラ
ム
又

は
チ
ラ
ム
）

二
百
六
十
九

三
・
七
・
一
一
・
一
五
―
テ
ト
ラ
メ
チ
ル
ヘ
キ
サ
デ
カ
―
一
―

エ
ン
―
三
―
オ
ー
ル
（
別
名
イ
ソ
フ
ィ
ト
ー
ル
）

二
百
七
十

テ
レ
フ
タ
ル
酸

二
百
七
十
一

テ
レ
フ
タ
ル
酸
ジ
メ
チ
ル

二
百
七
十
二

銅
水
溶
性
塩
（
錯
塩
を
除
く
。
）

二
百
七
十
三

一
―
ド
デ
カ
ノ
ー
ル
（
別
名
ノ
ル
マ
ル
―
ド
デ
シ
ル
ア
ル
コ
ー

ル
）

二
百
七
十
四

タ
ー
シ
ャ
リ
―
ド
デ
カ
ン
チ
オ
ー
ル

二
百
七
十
五

ド
デ
シ
ル
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

二
百
七
十
六

三
・
六
・
九
―
ト
リ
ア
ザ
ウ
ン
デ
カ
ン
―
一
・
一
一
―
ジ
ア
ミ

ン
（
別
名
テ
ト
ラ
エ
チ
レ
ン
ペ
ン
タ
ミ
ン
）

二
百
七
十
七

ト
リ
エ
チ
ル
ア
ミ
ン

二
百
七
十
八

ト
リ
エ
チ
レ
ン
テ
ト
ラ
ミ
ン

二
百
七
十
九

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

二
百
八
十

一
・
一
・
二
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

二
百
八
十
一

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

二
百
八
十
二

ト
リ
ク
ロ
ロ
酢
酸

二
百
八
十
三

二
・
四
・
六
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
―
一
・
三
・
五
―
ト
リ
ア
ジ
ン

二
百
八
十
四

ト
リ
ク
ロ
ロ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
三

）
二
百
八
十
五

ト
リ
ク
ロ
ロ
ニ
ト
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
ク
ロ
ロ
ピ
ク
リ
ン
）

二
百
八
十
六

（
三
・
五
・
六
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
―
二
―
ピ
リ
ジ
ル
）
オ
キ
シ
酢

酸
（
別
名
ト
リ
ク
ロ
ピ
ル
）

二
百
八
十
七

二
・
四
・
六
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル

二
百
八
十
八

ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
Ｃ
Ｆ
Ｃ
―
一
一
）

二
百
八
十
九

一
・
二
・
三
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン

二
百
九
十

ト
リ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

二
百
九
十
一

一
・
三
・
五
―
ト
リ
ス
（
二
・
三
―
エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
）
―

一
・
三
・
五
―
ト
リ
ア
ジ
ン
―
二
・
四
・
六
（
一
Ｈ
・
三
Ｈ
・
五
Ｈ
）
―
ト

リ
オ
ン

二
百
九
十
二

ト
リ
ブ
チ
ル
ア
ミ
ン

二
百
九
十
三

ア
ル
フ
ァ
・
ア
ル
フ
ァ
・
ア
ル
フ
ァ
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
―
二
・

六
―
ジ
ニ
ト
ロ
―
Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
プ
ロ
ピ
ル
―
パ
ラ
―
ト
ル
イ
ジ
ン
（
別
名
ト

リ
フ
ル
ラ
リ
ン
）

二
百
九
十
四

二
・
四
・
六
―
ト
リ
ブ
ロ
モ
フ
ェ
ノ
ー
ル

二
百
九
十
五

三
・
五
・
五
―
ト
リ
メ
チ
ル
―
一
―
ヘ
キ
サ
ノ
ー
ル



二
百
九
十
六

一
・
二
・
四
―
ト
リ
メ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

二
百
九
十
七

一
・
三
・
五
―
ト
リ
メ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

二
百
九
十
八

ト
リ
レ
ン
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

二
百
九
十
九

ト
ル
イ
ジ
ン

三
百

ト
ル
エ
ン

三
百
一

ト
ル
エ
ン
ジ
ア
ミ
ン

三
百
二

ナ
フ
タ
レ
ン

三
百
三

一
・
五
―
ナ
フ
タ
レ
ン
ジ
イ
ル
＝
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

三
百
四

鉛

三
百
五

鉛
化
合
物

三
百
六

二
ア
ク
リ
ル
酸
ヘ
キ
サ
メ
チ
レ
ン

三
百
七

二
塩
化
酸
化
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム

三
百
八

ニ
ッ
ケ
ル

三
百
九

ニ
ッ
ケ
ル
化
合
物

三
百
十

ニ
ト
リ
ロ
三
酢
酸

三
百
十
一

オ
ル
ト
―
ニ
ト
ロ
ア
ニ
ソ
ー
ル

三
百
十
二

オ
ル
ト
―
ニ
ト
ロ
ア
ニ
リ
ン

三
百
十
三

ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン

三
百
十
四

パ
ラ
―
ニ
ト
ロ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

三
百
十
五

オ
ル
ト
―
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン

三
百
十
六

ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

三
百
十
七

ニ
ト
ロ
メ
タ
ン

三
百
十
八

二
硫
化
炭
素

三
百
十
九

一
―
ノ
ナ
ノ
ー
ル
（
別
名
ノ
ル
マ
ル
―
ノ
ニ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
）

三
百
二
十

ノ
ニ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル

三
百
二
十
一

バ
ナ
ジ
ウ
ム
化
合
物

三
百
二
十
二

五
―
［
Ｎ
・
Ｎ
―
ビ
ス
（
二
―
ア
セ
チ
ル
オ
キ
シ
エ
チ
ル
）
ア

′

ミ
ノ
］
―
二
―
（
二
―
ブ
ロ
モ
―
四
・
六
―
ジ
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
）
―

′

四
―
メ
ト
キ
シ
ア
セ
ト
ア
ニ
リ
ド

′

三
百
二
十
三

二
・
四
―
ビ
ス
（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
―
六
―
メ
チ
ル
チ
オ
―
一

・
三
・
五
―
ト
リ
ア
ジ
ン
（
別
名
シ
メ
ト
リ
ン
）

三
百
二
十
四

一
・
三
―
ビ
ス
［
（
二
・
三
―
エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
）
オ
キ
シ

］
ベ
ン
ゼ
ン

三
百
二
十
五

ビ
ス
（
八
―
キ
ノ
リ
ノ
ラ
ト
）
銅
（
別
名
オ
キ
シ
ン
銅
又
は
有

機
銅
）

三
百
二
十
六

三
・
六
―
ビ
ス
（
二
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
一
・
二
・
四
・

五
―
テ
ト
ラ
ジ
ン
（
別
名
ク
ロ
フ
ェ
ン
チ
ジ
ン
）

三
百
二
十
七

一
・
二
―
ビ
ス
（
二
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

三
百
二
十
八

ビ
ス
（
Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
）
亜
鉛
（

別
名
ジ
ラ
ム
）

三
百
二
十
九

ビ
ス
（
Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
）
Ｎ
・
Ｎ′

―
エ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
チ
オ
カ
ル
バ
モ
イ
ル
チ
オ
亜
鉛
）
（
別
名
ポ
リ
カ
ー
バ

メ
ー
ト
）

三
百
三
十

ビ
ス
（
一
―
メ
チ
ル
―
一
―
フ
ェ
ニ
ル
エ
チ
ル
）
＝
ペ
ル
オ
キ
シ

ド
三
百
三
十
一

Ｓ
・
Ｓ
―
ビ
ス
（
一
―
メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
）
＝
Ｏ
―
エ
チ
ル
＝

ホ
ス
ホ
ロ
ジ
チ
オ
ア
ー
ト
（
別
名
カ
ズ
サ
ホ
ス
）

三
百
三
十
二

砒
素
及
び
そ
の
無
機
化
合
物

ひ

三
百
三
十
三

ヒ
ド
ラ
ジ
ン

三
百
三
十
四

四
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
安
息
香
酸
メ
チ
ル

三
百
三
十
五

Ｎ
―
（
四
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
ア
セ
ト
ア
ミ
ド

三
百
三
十
六

ヒ
ド
ロ
キ
ノ
ン

三
百
三
十
七

四
―
ビ
ニ
ル
―
一
―
シ
ク
ロ
ヘ
キ
セ
ン

三
百
三
十
八

二
―
ビ
ニ
ル
ピ
リ
ジ
ン

三
百
三
十
九

Ｎ
―
ビ
ニ
ル
―
二
―
ピ
ロ
リ
ド
ン

三
百
四
十

ビ
フ
ェ
ニ
ル

三
百
四
十
一

ピ
ペ
ラ
ジ
ン



三
百
四
十
二

ピ
リ
ジ
ン

三
百
四
十
三

ピ
ロ
カ
テ
コ
ー
ル
（
別
名
カ
テ
コ
ー
ル
）

三
百
四
十
四

フ
ェ
ニ
ル
オ
キ
シ
ラ
ン

三
百
四
十
五

フ
ェ
ニ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

三
百
四
十
六

二
―
フ
ェ
ニ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル

三
百
四
十
七

Ｎ
―
フ
ェ
ニ
ル
マ
レ
イ
ミ
ド

三
百
四
十
八

フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

三
百
四
十
九

フ
ェ
ノ
ー
ル

三
百
五
十

三
―
フ
ェ
ノ
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
＝
三
―
（
二
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
ビ
ニ

ル
）
―
二
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
（
別
名

ペ
ル
メ
ト
リ
ン
）

三
百
五
十
一

一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン

三
百
五
十
二

フ
タ
ル
酸
ジ
ア
リ
ル

三
百
五
十
三

フ
タ
ル
酸
ジ
エ
チ
ル

三
百
五
十
四

フ
タ
ル
酸
ジ
―
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル

三
百
五
十
五

フ
タ
ル
酸
ビ
ス
（
二
―
エ
チ
ル
ヘ
キ
シ
ル
）

三
百
五
十
六

フ
タ
ル
酸
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル
＝
ベ
ン
ジ
ル

三
百
五
十
七

二
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
イ
ミ
ノ
―
三
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
―

五
―
フ
ェ
ニ
ル
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
四
Ｈ
―
一
・
三
・
五
―
チ
ア
ジ
ア
ジ
ン
―

四
―
オ
ン
（
別
名
ブ
プ
ロ
フ
ェ
ジ
ン
）

三
百
五
十
八

Ｎ
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
―
Ｎ
―
（
四
―
エ
チ
ル
ベ
ン
ゾ
イ

′

ル
）
―
三
・
五
―
ジ
メ
チ
ル
ベ
ン
ゾ
ヒ
ド
ラ
ジ
ド
（
別
名
テ
ブ
フ
ェ
ノ
ジ
ド

）
三
百
五
十
九

ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル
―
二
・
三
―
エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
エ
ー
テ

ル
三
百
六
十

Ｎ
―
［
一
―
（
Ｎ
―
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
）
―
一

Ｈ
―
二
―
ベ
ン
ゾ
イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ル
］
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
メ
チ
ル
（
別
名
ベ
ノ
ミ

ル
）

三
百
六
十
一

ブ
チ
ル
＝
（
Ｒ
）
―
二
―
［
四
―
（
四
―
シ
ア
ノ
―
二
―
フ
ル

オ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
）
フ
ェ
ノ
キ
シ
］
プ
ロ
ピ
オ
ナ
ー
ト
（
別
名
シ
ハ
ロ
ホ
ッ

プ
ブ
チ
ル
）

三
百
六
十
二

一
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
―
三
―
（
二
・
六
―
ジ
イ
ソ
プ
ロ

ピ
ル
―
四
―
フ
ェ
ノ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
チ
オ
尿
素
（
別
名
ジ
ア
フ
ェ
ン
チ
ウ

ロ
ン
）

三
百
六
十
三

五
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
―
三
―
（
二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―

五
―
イ
ソ
プ
ロ
ポ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
一
・
三
・
四
―
オ
キ
サ
ジ
ア
ゾ
ー
ル

―
二
（
三
Ｈ
）
―
オ
ン
（
別
名
オ
キ
サ
ジ
ア
ゾ
ン
）

三
百
六
十
四

タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
＝
四
―
［
［
［
（
一
・
三
―
ジ
メ
チ
ル

―
五
―
フ
ェ
ノ
キ
シ
―
四
―
ピ
ラ
ゾ
リ
ル
）
メ
チ
リ
デ
ン
］
ア
ミ
ノ
オ
キ
シ

］
メ
チ
ル
］
ベ
ン
ゾ
ア
ー
ト
（
別
名
フ
ェ
ン
ピ
ロ
キ
シ
メ
ー
ト
）

三
百
六
十
五

ブ
チ
ル
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ア
ニ
ソ
ー
ル
（
別
名
Ｂ
Ｈ
Ａ
）

三
百
六
十
六

タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
＝
ヒ
ド
ロ
ペ
ル
オ
キ
シ
ド

三
百
六
十
七

オ
ル
ト
―
セ
カ
ン
ダ
リ
―
ブ
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル

三
百
六
十
八

四
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル

三
百
六
十
九

二
―
（
四
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
フ
ェ
ノ
キ
シ
）
シ
ク
ロ
ヘ

キ
シ
ル
＝
二
―
プ
ロ
ピ
ニ
ル
＝
ス
ル
フ
ィ
ッ
ト
（
別
名
プ
ロ
パ
ル
ギ
ッ
ト
又

は
Ｂ
Ｐ
Ｐ
Ｓ
）

三
百
七
十

二
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
―
五
―
（
四
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ

ル
ベ
ン
ジ
ル
チ
オ
）
―
四
―
ク
ロ
ロ
―
三
（
二
Ｈ
）
―
ピ
リ
ダ
ジ
ノ
ン
（
別

名
ピ
リ
ダ
ベ
ン
）

三
百
七
十
一

Ｎ
―
（
四
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
ベ
ン
ジ
ル
）
―
四
―
ク
ロ

ロ
―
三
―
エ
チ
ル
―
一
―
メ
チ
ル
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
―
五
―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（

別
名
テ
ブ
フ
ェ
ン
ピ
ラ
ド
）

三
百
七
十
二

Ｎ
―
（
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
）
―
二
―
ベ
ン
ゾ
チ
ア
ゾ
ー
ル

ス
ル
フ
ェ
ン
ア
ミ
ド

三
百
七
十
三

二
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
―
五
―
メ
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル

三
百
七
十
四

ふ
っ
化
水
素
及
び
そ
の
水
溶
性
塩

三
百
七
十
五

二
―
ブ
テ
ナ
ー
ル



三
百
七
十
六

Ｎ
―
ブ
ト
キ
シ
メ
チ
ル
―
二
―
ク
ロ
ロ
―
二
・
六
―
ジ
エ
チ
ル

′

′

ア
セ
ト
ア
ニ
リ
ド
（
別
名
ブ
タ
ク
ロ
ー
ル
）

三
百
七
十
七

フ
ラ
ン

三
百
七
十
八

Ｎ
・
Ｎ
―
プ
ロ
ピ
レ
ン
ビ
ス
（
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
）
と
亜

′

鉛
の
重
合
物
（
別
名
プ
ロ
ピ
ネ
ブ
）

三
百
七
十
九

二
―
プ
ロ
ピ
ン
―
一
―
オ
ー
ル

三
百
八
十

ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
ハ
ロ
ン
―
一
二
一
一

）
三
百
八
十
一

ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

三
百
八
十
二

ブ
ロ
モ
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
ハ
ロ
ン
―
一
三
〇
一
）

三
百
八
十
三

五
―
ブ
ロ
モ
―
三
―
セ
カ
ン
ダ
リ
―
ブ
チ
ル
―
六
―
メ
チ
ル
―

一
・
二
・
三
・
四
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
二
・
四
―
ジ
オ
ン
（
別

名
ブ
ロ
マ
シ
ル
）

三
百
八
十
四

一
―
ブ
ロ
モ
プ
ロ
パ
ン

三
百
八
十
五

二
―
ブ
ロ
モ
プ
ロ
パ
ン

三
百
八
十
六

ブ
ロ
モ
メ
タ
ン
（
別
名
臭
化
メ
チ
ル
）

三
百
八
十
七

ヘ
キ
サ
キ
ス
（
二
―
メ
チ
ル
―
二
―
フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
ピ
ル
）
ジ

ス
タ
ノ
キ
サ
ン
（
別
名
酸
化
フ
ェ
ン
ブ
タ
ス
ズ
）

三
百
八
十
八

六
・
七
・
八
・
九
・
一
〇
・
一
〇
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
―
一
・
五

・
五
ａ
・
六
・
九
・
九
ａ
―
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―
六
・
九
―
メ
タ
ノ
―
二
・
四

・
三
―
ベ
ン
ゾ
ジ
オ
キ
サ
チ
エ
ピ
ン
＝
三
―
オ
キ
シ
ド
（
別
名
エ
ン
ド
ス
ル

フ
ァ
ン
又
は
ベ
ン
ゾ
エ
ピ
ン
）

三
百
八
十
九

ヘ
キ
サ
デ
シ
ル
ト
リ
メ
チ
ル
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
＝
ク
ロ
リ
ド

三
百
九
十

ヘ
キ
サ
メ
チ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン

三
百
九
十
一

ヘ
キ
サ
メ
チ
レ
ン
＝
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

三
百
九
十
二

ノ
ル
マ
ル
―
ヘ
キ
サ
ン

三
百
九
十
三

ベ
タ
ナ
フ
ト
ー
ル

三
百
九
十
四

ベ
リ
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

三
百
九
十
五

ペ
ル
オ
キ
ソ
二
硫
酸
の
水
溶
性
塩

三
百
九
十
六

ペ
ル
フ
ル
オ
ロ
（
オ
ク
タ
ン
―
一
―
ス
ル
ホ
ン
酸
）
（
別
名
Ｐ

Ｆ
Ｏ
Ｓ
）

三
百
九
十
七

ベ
ン
ジ
リ
ジ
ン
＝
ト
リ
ク
ロ
リ
ド

三
百
九
十
八

ベ
ン
ジ
ル
＝
ク
ロ
リ
ド
（
別
名
塩
化
ベ
ン
ジ
ル
）

三
百
九
十
九

ベ
ン
ズ
ア
ル
デ
ヒ
ド

四
百

ベ
ン
ゼ
ン

四
百
一

一
・
二
・
四
―
ベ
ン
ゼ
ン
ト
リ
カ
ル
ボ
ン
酸
一
・
二
―
無
水
物

四
百
二

二
―
（
二
―
ベ
ン
ゾ
チ
ア
ゾ
リ
ル
オ
キ
シ
）
―
Ｎ
―
メ
チ
ル
ア
セ
ト

ア
ニ
リ
ド
（
別
名
メ
フ
ェ
ナ
セ
ッ
ト
）

四
百
三

ベ
ン
ゾ
フ
ェ
ノ
ン

四
百
四

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル

四
百
五

ほ
う
素
化
合
物

四
百
六

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
（
別
名
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）

四
百
七

ポ
リ
（
オ
キ
シ
エ
チ
レ
ン
）
＝
ア
ル
キ
ル
エ
ー
テ
ル
（
ア
ル
キ
ル
基

の
炭
素
数
が
十
二
か
ら
十
五
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
に
限
る
。
）

四
百
八

ポ
リ
（
オ
キ
シ
エ
チ
レ
ン
）
＝
オ
ク
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル

四
百
九

ポ
リ
（
オ
キ
シ
エ
チ
レ
ン
）
＝
ド
デ
シ
ル
エ
ー
テ
ル
硫
酸
エ
ス
テ
ル

ナ
ト
リ
ウ
ム

四
百
十

ポ
リ
（
オ
キ
シ
エ
チ
レ
ン
）
＝
ノ
ニ
ル
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル

四
百
十
一

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

四
百
十
二

マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

四
百
十
三

無
水
フ
タ
ル
酸

四
百
十
四

無
水
マ
レ
イ
ン
酸

四
百
十
五

メ
タ
ク
リ
ル
酸

四
百
十
六

メ
タ
ク
リ
ル
酸
二
―
エ
チ
ル
ヘ
キ
シ
ル

四
百
十
七

メ
タ
ク
リ
ル
酸
二
・
三
―
エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル

四
百
十
八

メ
タ
ク
リ
ル
酸
二
―
（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
エ
チ
ル

四
百
十
九

メ
タ
ク
リ
ル
酸
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル

四
百
二
十

メ
タ
ク
リ
ル
酸
メ
チ
ル



四
百
二
十
一

四
―
メ
チ
リ
デ
ン
オ
キ
セ
タ
ン
―
二
―
オ
ン

四
百
二
十
二

（
Ｚ
）
―
二
―
メ
チ
ル
ア
セ
ト
フ
ェ
ノ
ン
＝
四
・
六
―
ジ
メ
チ

′

ル
―
二
―
ピ
リ
ミ
ジ
ニ
ル
ヒ
ド
ラ
ゾ
ン
（
別
名
フ
ェ
リ
ム
ゾ
ン
）

四
百
二
十
三

メ
チ
ル
ア
ミ
ン

四
百
二
十
四

メ
チ
ル
＝
イ
ソ
チ
オ
シ
ア
ネ
ー
ト

四
百
二
十
五

Ｎ
―
メ
チ
ル
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
二
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
フ
ェ
ニ
ル
（

別
名
イ
ソ
プ
ロ
カ
ル
ブ
又
は
Ｍ
Ｉ
Ｐ
Ｃ
）

四
百
二
十
六

Ｎ
―
メ
チ
ル
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
二
・
三
―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
二
・
二
―

ジ
メ
チ
ル
―
七
―
ベ
ン
ゾ
［
ｂ
］
フ
ラ
ニ
ル
（
別
名
カ
ル
ボ
フ
ラ
ン
）

四
百
二
十
七

Ｎ
―
メ
チ
ル
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
一
―
ナ
フ
チ
ル
（
別
名
カ
ル
バ
リ

ル
又
は
Ｎ
Ａ
Ｃ
）

四
百
二
十
八

Ｎ
―
メ
チ
ル
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
二
―
セ
カ
ン
ダ
リ
―
ブ
チ
ル
フ
ェ

ニ
ル
（
別
名
フ
ェ
ノ
ブ
カ
ル
ブ
又
は
Ｂ
Ｐ
Ｍ
Ｃ
）

四
百
二
十
九

メ
チ
ル
＝
三
―
ク
ロ
ロ
―
五
―
（
四
・
六
―
ジ
メ
ト
キ
シ
―
二

―
ピ
リ
ミ
ジ
ニ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
ス
ル
フ
ァ
モ
イ
ル
）
―
一
―
メ
チ
ル
ピ
ラ

ゾ
ー
ル
―
四
―
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
（
別
名
ハ
ロ
ス
ル
フ
ロ
ン
メ
チ
ル
）

四
百
三
十

メ
チ
ル
＝
（
Ｓ
）
―
七
―
ク
ロ
ロ
―
二
・
三
・
四
ａ
・
五
―
テ
ト

ラ
ヒ
ド
ロ
―
二
―
［
メ
ト
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
（
四
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
ト
キ

シ
フ
ェ
ニ
ル
）
カ
ル
バ
モ
イ
ル
］
イ
ン
デ
ノ
［
一
・
二
―
ｅ
］
［
一
・
三
・

四
］
オ
キ
サ
ジ
ア
ジ
ン
―
四
ａ
―
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
（
別
名
イ
ン
ド
キ
サ

カ
ル
ブ
）

四
百
三
十
一

メ
チ
ル
＝
（
Ｅ
）
―
二
―
［
二
―
［
六
―
（
二
―
シ
ア
ノ
フ
ェ

ノ
キ
シ
）
ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
四
―
イ
ル
オ
キ
シ
］
フ
ェ
ニ
ル
］
―
三
―
メ
ト
キ

シ
ア
ク
リ
ラ
ー
ト
（
別
名
ア
ゾ
キ
シ
ス
ト
ロ
ビ
ン
）

四
百
三
十
二

三
―
メ
チ
ル
―
一
・
五
―
ジ
（
二
・
四
―
キ
シ
リ
ル
）
―
一
・

三
・
五
―
ト
リ
ア
ザ
ペ
ン
タ
―
一
・
四
―
ジ
エ
ン
（
別
名
ア
ミ
ト
ラ
ズ
）

四
百
三
十
三

Ｎ
―
メ
チ
ル
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
ミ
ン
酸
（
別
名
カ
ー
バ
ム
）

四
百
三
十
四

メ
チ
ル
―
Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
―
Ｎ
―
［
（
メ
チ
ル
カ
ル
バ
モ

′

′

イ
ル
）
オ
キ
シ
］
―
一
―
チ
オ
オ
キ
サ
ム
イ
ミ
デ
ー
ト
（
別
名
オ
キ
サ
ミ
ル

）
四
百
三
十
五

メ
チ
ル
＝
二
―
（
四
・
六
―
ジ
メ
ト
キ
シ
―
二
―
ピ
リ
ミ
ジ
ニ

ル
オ
キ
シ
）
―
六
―
［
一
―
（
メ
ト
キ
シ
イ
ミ
ノ
）
エ
チ
ル
］
ベ
ン
ゾ
ア
ー

ト
（
別
名
ピ
リ
ミ
ノ
バ
ッ
ク
メ
チ
ル
）

四
百
三
十
六

ア
ル
フ
ァ
―
メ
チ
ル
ス
チ
レ
ン

四
百
三
十
七

三
―
メ
チ
ル
チ
オ
プ
ロ
パ
ナ
ー
ル

四
百
三
十
八

メ
チ
ル
ナ
フ
タ
レ
ン

四
百
三
十
九

三
―
メ
チ
ル
ピ
リ
ジ
ン

四
百
四
十

一
―
メ
チ
ル
―
一
―
フ
ェ
ニ
ル
エ
チ
ル
＝
ヒ
ド
ロ
ペ
ル
オ
キ
シ
ド

四
百
四
十
一

二
―
（
一
―
メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
）
―
四
・
六
―
ジ
ニ
ト
ロ
フ
ェ

ノ
ー
ル

四
百
四
十
二

二
―
メ
チ
ル
―
Ｎ
―
［
三
―
（
一
―
メ
チ
ル
エ
ト
キ
シ
）
フ
ェ

ニ
ル
］
ベ
ン
ズ
ア
ミ
ド
（
別
名
メ
プ
ロ
ニ
ル
）

四
百
四
十
三

Ｓ
―
メ
チ
ル
―
Ｎ
―
（
メ
チ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
オ
キ
シ
）
チ
オ

ア
セ
ト
イ
ミ
ダ
ー
ト
（
別
名
メ
ソ
ミ
ル
）

四
百
四
十
四

メ
チ
ル
＝
（
Ｅ
）
―
メ
ト
キ
シ
イ
ミ
ノ
―
［
二
―
［
［
［
［
（

Ｅ
）
―
一
―
［
三
―
（
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
）
フ
ェ
ニ
ル
］
エ
チ
リ
デ
ン

］
ア
ミ
ノ
］
オ
キ
シ
］
メ
チ
ル
］
フ
ェ
ニ
ル
］
ア
セ
タ
ー
ト
（
別
名
ト
リ
フ

ロ
キ
シ
ス
ト
ロ
ビ
ン
）

四
百
四
十
五

メ
チ
ル
＝
（
Ｅ
）
―
メ
ト
キ
シ
イ
ミ
ノ
［
二
―
（
オ
ル
ト
―
ト

リ
ル
オ
キ
シ
メ
チ
ル
）
フ
ェ
ニ
ル
］
ア
セ
タ
ー
ト
（
別
名
ク
レ
ソ
キ
シ
ム
メ

チ
ル
）

四
百
四
十
六

四
・
四
―
メ
チ
レ
ン
ジ
ア
ニ
リ
ン

′

四
百
四
十
七

メ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
四
・
一
―
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
レ
ン
）
＝
ジ
イ
ソ

シ
ア
ネ
ー
ト

四
百
四
十
八

メ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
四
・
一
―
フ
ェ
ニ
レ
ン
）
＝
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ

ー
ト

四
百
四
十
九

三
―
メ
ト
キ
シ
カ
ル
ボ
ニ
ル
ア
ミ
ノ
フ
ェ
ニ
ル
＝
三
―
メ
チ
ル

′

カ
ル
バ
ニ
ラ
ー
ト
（
別
名
フ
ェ
ン
メ
デ
ィ
フ
ァ
ム
）



四
百
五
十

Ｎ
―
（
六
―
メ
ト
キ
シ
―
二
―
ピ
リ
ジ
ル
）
―
Ｎ
―
メ
チ
ル
チ
オ

カ
ル
バ
ミ
ン
酸
Ｏ
―
三
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
（
別
名
ピ
リ
ブ

チ
カ
ル
ブ
）

四
百
五
十
一

二
―
メ
ト
キ
シ
―
五
―
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン

四
百
五
十
二

二
―
メ
ル
カ
プ
ト
ベ
ン
ゾ
チ
ア
ゾ
ー
ル

四
百
五
十
三

モ
リ
ブ
デ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

四
百
五
十
四

二
―
（
モ
ル
ホ
リ
ノ
ジ
チ
オ
）
ベ
ン
ゾ
チ
ア
ゾ
ー
ル

四
百
五
十
五

モ
ル
ホ
リ
ン

四
百
五
十
六

り
ん
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

四
百
五
十
七

り
ん
酸
ジ
メ
チ
ル
＝
二
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
ビ
ニ
ル
（
別
名
ジ
ク

ロ
ル
ボ
ス
又
は
Ｄ
Ｄ
Ｖ
Ｐ
）

四
百
五
十
八

り
ん
酸
ト
リ
ス
（
二
―
エ
チ
ル
ヘ
キ
シ
ル
）

四
百
五
十
九

り
ん
酸
ト
リ
ス
（
二
―
ク
ロ
ロ
エ
チ
ル
）

四
百
六
十

り
ん
酸
ト
リ
ト
リ
ル

四
百
六
十
一

り
ん
酸
ト
リ
フ
ェ
ニ
ル

四
百
六
十
二

り
ん
酸
ト
リ
―
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

一

ア
セ
ト
ア
ミ
ド

二

パ
ラ
―
ア
ニ
シ
ジ
ン

三

五
―
ア
ミ
ノ
―
一
―
（
二
・
六
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
四
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ

ル
フ
ェ
ニ
ル
）
―
四
―
エ
チ
ル
ス
ル
フ
ィ
ニ
ル
―
一
Ｈ
―
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
―
三

―
カ
ル
ボ
ニ
ト
リ
ル
（
別
名
エ
チ
プ
ロ
ー
ル
）

四

三
―
ア
ミ
ノ
―
一
Ｈ
―
一
・
二
・
四
―
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
（
別
名
ア
ミ
ト
ロ

ー
ル
）

五

三
―
ア
ミ
ノ
―
四
―
メ
ト
キ
シ
ア
セ
ト
ア
ニ
リ
ド

′

′

六

四
―
ア
リ
ル
―
一
・
二
―
ジ
メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ゼ
ン

七

ア
ル
キ
ル
硫
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が
十
六

か
ら
十
八
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
に
限
る
。
）

八

ウ
レ
タ
ン

九

Ｎ
―
エ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン

十

二
―
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
―
四
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ノ
―
六
―
メ
チ
ル
チ
オ

―
一
・
三
・
五
―
ト
リ
ア
ジ
ン
（
別
名
ア
メ
ト
リ
ン
）

十
一

エ
チ
ル
＝
三
―
フ
ェ
ニ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
オ
キ
シ
カ
ル
バ
ニ
ラ
ー
ト
（

別
名
デ
ス
メ
デ
ィ
フ
ァ
ム
）

十
二

Ｎ
―
［
三
―
（
一
―
エ
チ
ル
―
一
―
メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
）
―
一
・
二
―

オ
キ
サ
ゾ
ー
ル
―
五
―
イ
ル
］
―
二
・
六
―
ジ
メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ズ
ア
ミ
ド
（

別
名
イ
ソ
キ
サ
ベ
ン
）

十
三

五
―
エ
ト
キ
シ
―
三
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
―
一
・
二
・
四
―
チ
ア
ジ

ア
ゾ
ー
ル
（
別
名
エ
ク
ロ
メ
ゾ
ー
ル
）

十
四

一
・
二
―
エ
ポ
キ
シ
―
三
―
（
ト
リ
ル
オ
キ
シ
）
プ
ロ
パ
ン

十
五

四
・
四
―
オ
キ
シ
ビ
ス
ベ
ン
ゼ
ン
ス
ル
ホ
ニ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ド

′

十
六

ク
ロ
ロ
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド

十
七

（
Ｒ
Ｓ
）
―
一
―
［
三
―
ク
ロ
ロ
―
四
―
（
一
・
一
・
二
―
ト
リ
フ
ル

オ
ロ
―
二
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
ト
キ
シ
エ
ト
キ
シ
）
フ
ェ
ニ
ル
］
―
三
―
（

二
・
六
―
ジ
フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ゾ
イ
ル
）
ウ
レ
ア
（
別
名
ノ
バ
ル
ロ
ン
）

十
八

（
一
Ｓ
―
ト
ラ
ン
ス
）
―
七
―
ク
ロ
ロ
―
二
・
四
・
六
―
ト
リ
メ
ト
キ

′

′

シ
―
六
―
メ
チ
ル
ス
ピ
ロ
［
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン
―
二
（
三
Ｈ
）
・
一
―
シ
ク
ロ

′

′

ヘ
キ
サ
―
二
―
エ
ン
］
―
三
・
四
―
ジ
オ
ン
（
別
名
グ
リ
セ
オ
フ
ル
ビ
ン
）

′

′

十
九

一
―
ク
ロ
ロ
ナ
フ
タ
レ
ン

二
十

酢
酸
ベ
ン
ジ
ル

二
十
一

サ
フ
ロ
ー
ル

二
十
二

（
Ｓ
）
―
ア
ル
フ
ァ
―
シ
ア
ノ
―
三
―
フ
ェ
ノ
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
＝
（

Ｓ
）
―
二
―
（
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
三
―
メ
チ
ル
ブ
チ
ラ
ー
ト
（
別

名
エ
ス
フ
ェ
ン
バ
レ
レ
ー
ト
）

二
十
三

ア
ル
フ
ァ
―
シ
ア
ノ
―
四
―
フ
ル
オ
ロ
―
三
―
フ
ェ
ノ
キ
シ
ベ
ン
ジ

ル
＝
三
―
（
二
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
ビ
ニ
ル
）
―
二
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ

プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
（
別
名
シ
フ
ル
ト
リ
ン
）



二
十
四

ト
ラ
ン
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

二
十
五

ジ
ク
ロ
ロ
酢
酸

二
十
六

一
―
（
三
・
五
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
二
・
四
―
ジ
フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）

―
三
―
（
二
・
六
―
ジ
フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ゾ
イ
ル
）
尿
素
（
別
名
テ
フ
ル
ベ
ン

ズ
ロ
ン
）

二
十
七

一
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
五
・
五
―
ジ
メ
チ
ル
イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ジ
ン
―
二

・
四
―
ジ
オ
ン

二
十
八

二
―
［
四
―
（
二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
メ
タ
―
ト
ル
オ
イ
ル
）
―
一

・
三
―
ジ
メ
チ
ル
―
五
―
ピ
ラ
ゾ
リ
ル
オ
キ
シ
］
―
四
―
メ
チ
ル
ア
セ
ト
フ

ェ
ノ
ン
（
別
名
ベ
ン
ゾ
フ
ェ
ナ
ッ
プ
）

二
十
九

二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
一
―
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

三
十

二
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
Ｎ
―
［
二
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
一
―
（
ヒ
ド
ロ
キ

シ
メ
チ
ル
）
―
二
―
（
四
―
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
チ
ル
］
ア
セ
ト
ア
ミ
ド

（
別
名
ク
ロ
ラ
ム
フ
ェ
ニ
コ
ー
ル
）

三
十
一

Ｎ
―
（
二
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
四
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
一

―
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
別
名
フ
ェ
ン
ヘ
キ
サ
ミ
ド

）
三
十
二

二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
ア
ル
フ
ァ
―
（
五
―
ピ
リ
ミ
ジ
ニ
ル
）
ベ
ン

′

ズ
ヒ
ド
リ
ル
＝
ア
ル
コ
ー
ル
（
別
名
フ
ェ
ナ
リ
モ
ル
）

三
十
三

二
―
（
二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
一
―
（
一
Ｈ
―
一
・
二

・
四
―
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
―
一
―
イ
ル
）
―
二
―
ヘ
キ
サ
ノ
ー
ル
（
別
名
ヘ
キ

サ
コ
ナ
ゾ
ー
ル
）

三
十
四

二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル

三
十
五

（
Ｒ
Ｓ
）
―
二
―
（
二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
）
プ
ロ
ピ
オ

ン
酸
（
別
名
ジ
ク
ロ
ル
プ
ロ
ッ
プ
）

三
十
六

一
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
二
―
プ
ロ
パ
ノ
ー
ル

三
十
七

（
Ｒ
Ｓ
）
―
一
―
［
二
・
五
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
四
―
（
一
・
一
・
二
・

三
・
三
・
三
―
ヘ
キ
サ
フ
ル
オ
ロ
プ
ロ
ポ
キ
シ
）
フ
ェ
ニ
ル
］
―
三
―
（
二

・
六
―
ジ
フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ゾ
イ
ル
）
ウ
レ
ア
（
別
名
ル
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
）

三
十
八

三
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ジ
ジ
ン
二
塩
酸
塩

′

三
十
九

ジ
ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
四
―
ア
ミ
ノ
―
三
―
［
四
―
（
二
・
四
―
ジ
ア
ミ

′

ノ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
）
―
一
・
一
―
ビ
フ
ェ
ニ
ル
―
四
―
イ
ル
ア
ゾ
］
―
五
―

′

ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
六
―
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
―
二
・
七
―
ナ
フ
タ
レ
ン
ジ
ス
ル
ホ
ナ

ー
ト
（
別
名
Ｃ
Ｉ
ダ
イ
レ
ク
ト
ブ
ラ
ッ
ク
三
十
八
）

四
十

ジ
ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
八
―
［
三
・
三
―
ジ
メ
チ
ル
―
四
―
［
四
―
［
（
パ

′

′

ラ
―
ト
リ
ル
）
ス
ル
ホ
ニ
ル
オ
キ
シ
］
フ
ェ
ニ
ル
ア
ゾ
］
―
一
・
一
―
ビ
フ

′

ェ
ニ
ル
―
四
―
イ
ル
ア
ゾ
］
―
七
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
一
・
三
―
ナ
フ
タ
レ
ン

ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
（
別
名
Ｃ
Ｉ
ア
シ
ッ
ド
レ
ッ
ド
百
十
四
）

四
十
一

二
・
四
―
ジ
ニ
ト
ロ
ア
ニ
リ
ン

四
十
二

ジ
ニ
ト
ロ
ナ
フ
タ
レ
ン

四
十
三

メ
タ
―
ジ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン

四
十
四

二
・
三
―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
六
―
プ
ロ
ピ
ル
―
二
―
チ
オ
キ
ソ
―
四
（
一

Ｈ
）
―
ピ
リ
ミ
ジ
ノ
ン
（
別
名
プ
ロ
ピ
ル
チ
オ
ウ
ラ
シ
ル
）

四
十
五

一
・
二
―
ジ
ブ
ロ
モ
エ
タ
ン
（
別
名
Ｅ
Ｄ
Ｂ
又
は
二
臭
化
エ
チ
レ
ン

）
四
十
六

一
・
四
―
ジ
ブ
ロ
モ
ブ
タ
ン

四
十
七

二
・
三
―
ジ
ブ
ロ
モ
―
一
―
プ
ロ
パ
ノ
ー
ル

四
十
八

一
・
三
―
ジ
ブ
ロ
モ
プ
ロ
パ
ン

四
十
九

ジ
ベ
ン
ジ
ル
エ
ー
テ
ル

五
十

二
・
三
―
ジ
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン

五
十
一

［
四
―
［
［
四
―
（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
フ
ェ
ニ
ル
］
（
フ
ェ
ニ
ル

）
メ
チ
リ
デ
ン
］
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
―
二
・
五
―
ジ
エ
ン
―
一
―
イ
リ
デ
ン
］

（
ジ
メ
チ
ル
）
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
＝
ク
ロ
リ
ド
（
別
名
マ
ラ
カ
イ
ト
グ
リ
ー
ン

塩
酸
塩
）

五
十
二

ジ
メ
チ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
＝
ク
ロ
リ
ド

五
十
三

Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
メ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
三
―
メ
チ
ル
―
四
―
メ
チ
ル
ス
ル
フ

ィ
ニ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
―
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
（
別
名
メ
ス
ル
フ
ェ
ン
ホ
ス
）

五
十
四

臭
素
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
（
臭
素
数
が
二
か
ら
五
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の



混
合
物
に
限
る
。
）

五
十
五

二
―
（
一
・
三
―
チ
ア
ゾ
ー
ル
―
四
―
イ
ル
）
―
一
Ｈ
―
ベ
ン
ゾ
イ

ミ
ダ
ゾ
ー
ル

五
十
六

チ
オ
ア
セ
ト
ア
ミ
ド

五
十
七

二
―
（
チ
オ
シ
ア
ナ
ー
ト
メ
チ
ル
チ
オ
）
―
一
・
三
―
ベ
ン
ゾ
チ
ア

ゾ
ー
ル
（
別
名
Ｔ
Ｃ
Ｍ
Ｔ
Ｂ
）

五
十
八

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
エ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
六
―
オ
キ
ソ
―
一
―
フ

ェ
ニ
ル
―
一
・
六
―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
三
―
ピ
リ
ダ
ジ
ニ
ル
）
（
別
名
ピ
リ
ダ
フ

ェ
ン
チ
オ
ン
）

五
十
九

チ
オ
り
ん
酸
Ｏ
―
三
・
五
・
六
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
―
二
―
ピ
リ
ジ
ル
―

Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
メ
チ
ル
（
別
名
ク
ロ
ル
ピ
リ
ホ
ス
メ
チ
ル
）

六
十

一
・
一
・
二
・
二
―
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

六
十
一

テ
ト
ラ
ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
三
・
三
―
［
（
三
・
三
―
ジ
メ
ト
キ
シ
―
四

′

′

・
四
―
ビ
フ
ェ
ニ
リ
レ
ン
）
ビ
ス
（
ア
ゾ
）
］
ビ
ス
（
五
―
ア
ミ
ノ
―
四
―

′
ヒ
ド
ロ
キ
シ
―
二
・
七
―
ナ
フ
タ
レ
ン
ジ
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
）
（
別
名
Ｃ
Ｉ
ダ

イ
レ
ク
ト
ブ
ル
ー
十
五
）

六
十
二

テ
ト
ラ
ブ
ロ
モ
メ
タ
ン

六
十
三

オ
ル
ト
―
テ
ル
フ
ェ
ニ
ル

六
十
四

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
―
二
・
二
―
ビ
ス
（
四
―
メ
ト
キ
シ
フ

ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
（
別
名
メ
ト
キ
シ
ク
ロ
ル
）

六
十
五

ト
リ
ス
（
Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ジ
チ
オ
カ
ル
バ
メ
ー
ト
）
鉄
（
別
名

フ
ァ
ー
バ
ム
）

六
十
六

ト
リ
ブ
ロ
モ
メ
タ
ン
（
別
名
ブ
ロ
モ
ホ
ル
ム
）

六
十
七

ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
三
―
［
［
Ｎ
―
［
四
―
［
［
四
―
（
ジ
メ
チ
ル
ア
ミ

ノ
）
フ
ェ
ニ
ル
］
［
四
―
［
Ｎ
―
エ
チ
ル
―
Ｎ
―
［
（
三
―
ス
ル
ホ
ナ
ト
フ

ェ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
］
ア
ミ
ノ
］
フ
ェ
ニ
ル
］
メ
チ
レ
ン
］
―
二
・
五
―
シ
ク

ロ
ヘ
キ
サ
ジ
エ
ン
―
一
―
イ
リ
デ
ン
］
―
Ｎ
―
エ
チ
ル
ア
ン
モ
ニ
オ
］
メ
チ

ル
］
ベ
ン
ゼ
ン
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
（
別
名
Ｃ
Ｉ
ア
シ
ッ
ド
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
四
十

九
）

六
十
八

ナ
ト
リ
ウ
ム
＝
一
・
一
―
ビ
フ
ェ
ニ
ル
―
二
―
オ
ラ
ー
ト

′

六
十
九

メ
タ
―
ニ
ト
ロ
ア
ニ
リ
ン

七
十

Ｎ
―
ニ
ト
ロ
ソ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
ア
ミ
ン

七
十
一

メ
タ
―
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン

七
十
二

パ
ラ
―
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル

七
十
三

パ
リ
ゴ
ル
ス
カ
イ
ト
（
別
名
ア
タ
パ
ル
ジ
ャ
イ
ト
）

七
十
四

三
・
三
―
ビ
ス
（
四
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
一
・
三
―
ジ
ヒ

ド
ロ
イ
ソ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン
―
一
―
オ
ン
（
別
名
フ
ェ
ノ
ー
ル
フ
タ
レ
イ
ン
）

七
十
五

四
・
四
―
ビ
ピ
リ
ジ
ル

′

七
十
六

一
―
（
四
―
ビ
フ
ェ
ニ
リ
ル
オ
キ
シ
）
―
三
・
三
―
ジ
メ
チ
ル
―
一

―
（
一
Ｈ
―
一
・
二
・
四
―
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
―
一
―
イ
ル
）
―
二
―
ブ
タ
ノ

ー
ル
（
別
名
ビ
テ
ル
タ
ノ
ー
ル
）

七
十
七

パ
ラ
―
フ
ェ
ネ
チ
ジ
ン

七
十
八

フ
タ
ル
酸
ジ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル

七
十
九

一
・
三
―
プ
ロ
パ
ン
ス
ル
ト
ン

八
十

Ｎ
―
プ
ロ
ピ
ル
―
Ｎ
―
［
二
―
（
二
・
四
・
六
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ

キ
シ
）
エ
チ
ル
］
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
―
一
―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
別
名
プ
ロ
ク

ロ
ラ
ズ
）

八
十
一

三
―
ブ
ロ
モ
―
一
―
プ
ロ
ペ
ン
（
別
名
臭
化
ア
リ
ル
）

八
十
二

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

八
十
三

ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
シ
ク
ロ
ペ
ン
タ
ジ
エ
ン

八
十
四

一
・
四
・
五
・
六
・
七
・
七
―
ヘ
キ
サ
ク
ロ
ロ
ビ
シ
ク
ロ
［
二
・
二

・
一
］
―
五
―
ヘ
プ
テ
ン
―
二
・
三
―
ジ
カ
ル
ボ
ン
酸
（
別
名
ク
ロ
レ
ン
ド

酸
）

八
十
五

ヘ
キ
サ
デ
シ
ル
ト
リ
メ
チ
ル
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
＝
ブ
ロ
ミ
ド

八
十
六

五
―
ベ
ン
ジ
ル
―
三
―
フ
リ
ル
メ
チ
ル
＝
（
一
Ｒ
Ｓ
）
―
シ
ス
―
ト

ラ
ン
ス
―
二
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
―
三
―
（
二
―
メ
チ
ル
プ
ロ
パ
―
一
―
エ
ニ

ル
）
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
（
別
名
レ
ス
メ
ト
リ
ン
）

八
十
七

パ
ラ
―
ベ
ン
ゾ
キ
ノ
ン



八
十
八

ペ
ン
タ
ク
ロ
ロ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
（
別
名
キ
ン
ト
ゼ
ン
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｎ

Ｂ
）

八
十
九

ペ
ン
タ
デ
カ
フ
ル
オ
ロ
オ
ク
タ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

九
十

Ｎ
―
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン

九
十
一

六
―
メ
チ
ル
―
一
・
三
―
ジ
チ
オ
ロ
［
四
・
五
―
ｂ
］
キ
ノ
キ
サ
リ

ン
―
二
―
オ
ン

九
十
二

二
―
メ
チ
ル
―
五
―
ニ
ト
ロ
ア
ニ
リ
ン

九
十
三

メ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

九
十
四

二
―
メ
チ
ル
―
一
・
一
―
ビ
フ
ェ
ニ
ル
―
三
―
イ
ル
メ
チ
ル
＝
（
Ｚ

′

）
―
三
―
（
二
―
ク
ロ
ロ
―
三
・
三
・
三
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
―
一
―
プ
ロ
ペ

ニ
ル
）
―
二
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
（
別

名
ビ
フ
ェ
ン
ト
リ
ン
）

九
十
五

メ
チ
ル
＝
ベ
ン
ゾ
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
―
二
―
イ
ル
カ
ル
バ
マ
ー
ト
（
別

名
カ
ル
ベ
ン
ダ
ジ
ム
）

九
十
六

四
・
四
―
メ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン
）

′

九
十
七

四
・
四
―
メ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
二
―
メ
チ
ル
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
ア
ミ
）

′

九
十
八

硫
酸
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

九
十
九

り
ん
酸
（
二
―
エ
チ
ル
ヘ
キ
シ
ル
）
ジ
フ
ェ
ニ
ル

百

り
ん
酸
ジ
―
ノ
ル
マ
ル
―
ブ
チ
ル
＝
フ
ェ
ニ
ル



○
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則

平

成

一

三

・

三

・

三

〇

閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農

水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一

改
正

平
成
一
四
・
一
・
一
一
閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一

平
成
一
五
・
一
・
三
一
閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一

平
成
一
六
・
三
・
二
六
閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一

平
成
一
七
・
三
・
二
二
閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一

平
成
二
二
・
四
・
一

財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
・
防
衛
令
一

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
命
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の

排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
及
び
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改

善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
三
十
八
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
の
算
出
の
方
法
）

第
二
条

法
第
五
条
第
一
項
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
の
算
出
の
方
法

は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
種
指
定
化
学
物

質
の
排
出
量
は
、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
除
く
。

）
に
あ
っ
て
は
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
あ
っ
て

は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
総
理
府
令
第

六
十
七
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
換
算
し
た
量
、
特
定
第
一
種
指

定
化
学
物
質
以
外
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
あ
っ
て
は
第
一
種
指
定
化
学
物

質
量
に
よ
っ
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
の
製
造
、
使
用
そ
の
他
の
取
扱
い
の
過
程
に
お

い
て
変
動
す
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法

二

当
該
事
業
所
に
お
け
る
排
出
物
（
環
境
に
排
出
さ
れ
る
物
質
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
含
ま
れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又

は
濃
度
の
測
定
の
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法

三

製
造
量
、
使
用
量
そ
の
他
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
の
取
扱
量
に
関
す

る
数
値
と
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
と
の
関
係
を
的
確
に
示
す

と
認
め
ら
れ
る
数
式
を
用
い
て
算
出
す
る
方
法

四

蒸
気
圧
、
溶
解
度
そ
の
他
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
物
理
的
化
学
的
性

状
に
関
す
る
数
値
を
用
い
た
計
算
に
よ
り
当
該
事
業
所
に
お
け
る
排
出
物
に

含
ま
れ
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
を
的
確
に
推
計
で
き

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
計
算
に
よ
り
推
計
さ
れ
る
排
出
物

に
含
ま
れ
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
に
基
づ
き
算
出
す

る
方
法

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
環
境
に
排
出
さ

れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
を
的
確
に
算
出
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
方

法
（
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
移
動
量
の
算
出
の
方
法
）

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
移
動
量
の
算
出
の
方
法

は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
種
指
定
化
学
物

質
の
移
動
量
は
、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
除
く
。

）
に
あ
っ
て
は
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
あ
っ
て

は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
り
換
算
し
た
量
、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
以
外
の
第
一
種
指
定
化
学
物

質
に
あ
っ
て
は
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
に
よ
っ
て
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
の
製
造
、
使
用
そ
の
他
の
取
扱
い
の
過
程
に
お

い
て
変
動
す
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法



二

当
該
事
業
所
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物

質
の
量
又
は
濃
度
の
測
定
の
結
果
に
基
づ
き
算
出
す
る
方
法

三

製
造
量
、
使
用
量
そ
の
他
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
等
の
取
扱
量
に
関
す

る
数
値
と
当
該
事
業
所
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
第
一
種
指
定

化
学
物
質
の
量
と
の
関
係
を
的
確
に
示
す
と
認
め
ら
れ
る
数
式
を
用
い
て
算

出
す
る
方
法

四

溶
解
度
そ
の
他
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
物
理
的
化
学
的
性
状
に
関
す

る
数
値
を
用
い
た
計
算
に
よ
り
当
該
事
業
所
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
に
含

ま
れ
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
を
的
確
に
推
計
で
き
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
計
算
に
よ
り
推
計
さ
れ
る
廃
棄
物
に

含
ま
れ
る
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
又
は
濃
度
に
基
づ
き
算
出
す
る

方
法

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
活
動
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
を
当

該
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
う
こ
と
に
伴
い
当
該
事
業
所
の
外
に
移
動
す
る

第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
を
的
確
に
算
出
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
方
法

（
排
出
量
及
び
移
動
量
の
把
握
）

第
四
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
及

び
移
動
量
の
把
握
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

事
業
所
ご
と
に
、
次
に
定
め
る
事
項
を
把
握
す
る
こ
と
。

イ

当
該
事
業
所
に
お
い
て
そ
の
年
度
に
業
と
し
て
取
り
扱
う
第
一
種
指
定

化
学
物
質
（
当
該
年
度
に
業
と
し
て
取
り
扱
う
製
品
（
法
第
二
条
第
五
項

第
一
号
に
規
定
す
る
製
品
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
含
有
さ
れ

る
も
の
を
含
み
、
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、

そ
の
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
が
一
ト
ン
以
上
で
あ
る
も
の
（
ヘ
に
お
い

て
「
把
握
対
象
第
一
種
指
定
化
学
物
質
」
と
い
う
。
）
の
排
出
量
及
び
移

動
量

ロ

当
該
事
業
所
に
お
い
て
そ
の
年
度
に
業
と
し
て
取
り
扱
う
特
定
第
一
種

指
定
化
学
物
質
（
当
該
年
度
に
業
と
し
て
取
り
扱
う
製
品
に
含
有
さ
れ
る

も
の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
量
が
〇

・
五
ト
ン
以
上
で
あ
る
も
の
（
ヘ
に
お
い
て
「
把
握
対
象
特
定
第
一
種
指

定
化
学
物
質
」
と
い
う
。
）
の
排
出
量
及
び
移
動
量

ハ

鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
（
令
第
三
条

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
む
者
が
有
す
る

も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年

経
済
産
業
省
令
第
九
十
六
号
）
第
十
九
条
第
二
号
及
び
第
二
十
条
第
二
号

の
基
準
の
対
象
と
な
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
当
該
施
設
か
ら
の
排
出

量
ニ

下
水
道
終
末
処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
下

水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
（
同

法
第
二
十
五
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
く
水
質
検
査
の
対
象
と
な
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
当
該
施
設
か
ら

の
排
出
量

ホ

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百

三
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
又
は
同

法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
ヘ
に
お
い
て

単
に
「
処
理
施
設
」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
（
令
第
三

条
第
二
十
号
又
は
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
む
者

が
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係

(1)
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
五
十
二
年
総
理
府
令
、
厚
生

省
令
第
一
号
）
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
ハ
（
同
令
第
二
条
第
二
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
く
水
質
検
査
の
対
象
と
な
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の

当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
当
該
施
設
（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置

(2)
法
に
基
づ
く
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
維
持
管
理
の
基
準
を
定
め
る
省



令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
、
厚
生
省
令
第
二
号
）
第
一
条
第
三
号
ロ

の
規
定
に
よ
り
水
質
検
査
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

）
か
ら
の
排
出
量

水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
十
四

(3)
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
測
定
の
対
象
と
な
る
第
一
種
指
定
化
学
物

質
の
当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量

ヘ

処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
（
当
該
事
業
所
を
有
す
る
事
業

者
が
有
す
る
他
の
事
業
所
（
把
握
対
象
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
該
当
す

る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
が
あ
る
も
の
又
は
把
握
対
象
特
定
第
一
種
指
定

化
学
物
質
に
該
当
す
る
特
定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
が
あ
る
も
の
に
限
る
。

以
下
ヘ
に
お
い
て
「
特
定
そ
の
他
事
業
所
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
生
ず

る
廃
棄
物
を
処
分
す
る
処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係

(1)
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
ハ
（
同
令

第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
水
質
検
査
の
対
象
と
な
る
第
一
種

指
定
化
学
物
質
（
当
該
事
業
所
に
お
い
て
特
定
そ
の
他
事
業
所
に
お
い

て
生
ず
る
廃
棄
物
を
処
分
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
特
定
そ
の
他

事
業
所
に
お
い
て
把
握
対
象
第
一
種
指
定
化
学
物
質
又
は
把
握
対
象
特

定
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

に
お
い
て
特

(2)

定
把
握
対
象
第
一
種
指
定
化
学
物
質
と
い
う
。
）
の
当
該
施
設
か
ら
の

排
出
量

水
質
汚
濁
防
止
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
測
定
の
対
象

(2)
と
な
る
特
定
把
握
対
象
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
当
該
施
設
か
ら
の
排

出
量

ト

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
（
チ
に
お
い
て
単
に
「
特
定
施
設

」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
の
当
該
施
設
か
ら
の
排
出
量
及
び
移
動
量

チ

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場

の
維
持
管
理
の
基
準
を
定
め
る
省
令
第
一
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規

定
す
る
最
終
処
分
場
（
以
下
チ
に
お
い
て
単
に
「
最
終
処
分
場
」
と
い
う

。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
業
所
（
当
該
事
業
所
を
有
す
る
事
業
者
が
有

す
る
事
業
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
特
定
施
設
に
お
い
て
生
ず
る
廃
棄
物
を

処
分
す
る
最
終
処
分
場
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て

は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
当
該
最
終
処
分
場
か
ら
の
排
出
量

二

排
出
量
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
排
出
量
を
把
握
す
る
こ

と
。

イ

大
気
へ
の
排
出

ロ

公
共
用
水
域
へ
の
排
出

ハ

当
該
事
業
所
に
お
け
る
土
壌
へ
の
排
出
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）
ニ

当
該
事
業
所
に
お
け
る
埋
立
処
分

三

移
動
量
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
の
移
動
量
を
把
握
す
る
こ

と
。

イ

下
水
道
へ
の
移
動

ロ

当
該
事
業
所
の
外
へ
の
移
動
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
届
出
の
方
法
等
）

第
五
条

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で

に
、
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

二
以
上
の
業
種
に
属
す
る
事
業
を
行
う
事
業
所
に
係
る
法
第
五
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
主
た
る
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

に
対
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
事
項
）

第
六
条

法
第
五
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。



一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

事
業
所
に
お
い
て
常
時
使
用
さ
れ
る
従
業
員
の
数

四

事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
事
業
が
属
す
る
業
種

五

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
排
出
量
及
び
移
動
量
を
把
握
し
た
第
一

種
指
定
化
学
物
質
の
名
称
並
び
に
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
に
係
る
第
四

条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
区
分
ご
と
の
排
出
量
及
び
移
動
量

（
対
応
化
学
物
質
分
類
名
）

第
七
条

法
第
六
条
第
一
項
の
対
応
化
学
物
質
分
類
名
は
別
表
の
上
欄
に
、
各
分

類
に
属
す
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質
は
同
表
の
下
欄
に
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
と

お
り
と
す
る
。

（
対
応
化
学
物
質
分
類
名
へ
の
変
更
等
の
請
求
の
方
法
）

第
八
条

法
第
六
条
第
一
項
の
請
求
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
様
式
第

一
の
届
出
書
と
併
せ
て
、
様
式
第
二
に
よ
る
請
求
書
及
び
当
該
請
求
書
別
紙
に

定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

法
第
六
条
第
八
項
の
請
求
は
、
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
様
式
第
三
に

よ
る
請
求
書
及
び
当
該
請
求
書
別
紙
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す

る
書
類
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

二
以
上
の
業
種
に
属
す
る
事
業
を
行
う
事
業
所
に
係
る
法
第
六
条
第
一
項
及

び
第
八
項
の
請
求
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
に
対
し
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
知
事
が
説
明
を
求
め
る
方
法
）

第
九
条

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
説
明
を
求
め
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
主
務
大
臣
に
提
出

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

説
明
を
求
め
る
事
項
に
係
る
事
業
者
名
、
事
業
所
名
及
び
対
応
化
学
物
質

分
類
名

二

主
務
大
臣
に
対
し
て
求
め
る
説
明
の
内
容

三

説
明
を
求
め
る
理
由

（
手
数
料
を
現
金
に
よ
り
納
付
で
き
る
場
合
）

第
十
条

令
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

主
務
大
臣
が
、
そ
の
事
務
所
に
お
い
て
手
数
料
の
納
付
を
現
金
で
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
旨
及
び
当
該
事
務
所
の
所
在
地
を
官
報
で
公
示
し
た
当
該

事
務
所
に
お
い
て
現
金
で
納
付
す
る
場
合(

次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く

｡)

二

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
次
条
に
お
い
て
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」

と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
開
示
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
開
示
請
求
に

よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
届
出
の
方
法
）

第
十
一
条

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
で
あ
っ
て
、
情
報
通
信
技
術

利
用
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
し
て
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
主
務
大
臣
が
指
定
す
る
電
子
計
算
機
（
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
お

い
て
「
指
定
電
子
計
算
機
」
と
い
う
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手

可
能
な
排
出
量
等
届
出
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項
を
主
務
大
臣
が
定
め
る
技
術

的
基
準
に
適
合
す
る
電
子
計
算
機
（
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
前
の
届
出
等
）

第
十
二
条

前
条
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県

知
事
に
あ
ら
か
じ
め
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た

者
に
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
又
は

電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
様
式
第
五
に
よ

る
届
出
書
に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
が
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使

用
を
継
続
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織

の
使
用
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
届
出
等
の
方
法
）

第
十
三
条

令
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
り
届
出
等
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
第
五
条
第
一
項
並
び
に
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
及
び
様
式
第
六
に
よ
る
磁
気
デ
ィ

ス
ク
提
出
票
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

指
定
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
排
出
量
等
届
出
様
式
に

記
録
す
べ
き
事
項

二

法
第
六
条
第
一
項
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者

主
務
大
臣
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
（
次
号
に
お
い
て
「
使
用
電
子
計
算
機
」
と
い
う
。
）
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
対
応
化
学
物
質
分
類
名
変
更
請
求
様

式
に
記
録
す
べ
き
事
項

三

法
第
六
条
第
八
項
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者

使
用
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
対
応
化
学
物
質
分
類
名
維
持
請
求
様

式
に
記
録
す
べ
き
事
項

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
は
、
同
項

第
二
号
又
は
第
三
号
に
よ
り
記
録
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
情
報

を
同
項
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
し
、
又
は
当
該
事
実
を
証
す
る
書
類
を
主
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書
面
）

第
十
四
条

前
条
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

に
限
る
。
）
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二
二
三
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

二

事
業
所
の
名
称

三

提
出
年
月
日

附

則

１

こ
の
命
令
は
、
法
附
則
第
一
条
第
三
号
中
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
同
号
中
法

第
五
条
第
二
項
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
命
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お

い
て
は
、
第
四
条
第
一
号
イ
中
「
一
ト
ン
」
と
あ
る
の
は
、
「
五
ト
ン
」
と
す

る
。

附

則
（
平
成
一
四
・
一
・
一
一
閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一
）

こ
の
命
令
は
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改

善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
（
第
五
条
第
一
項

の
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
一
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
五
・
一
・
三
一
閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一
）

こ
の
命
令
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
二
月
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
六
・
三
・
二
六
閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。



附

則
（
平
成
一
七
・
三
・
二
二
閣
・
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
令
一
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
二
・
四
・
一
財
・
文
科
・
厚
労
・
農
水
・
経
産
・
国
交
・
環
・
防
衛
令
一
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等

及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ

れ
る
べ
き
届
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
化
学
物
質
の

環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

別
表
（
第
七
条
関
係
）

対
応
化
学
物
質
分
類
名

上
欄
の
分
類
に
属
す
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
一
分
類
（
無
機
化
合

令
別
表
第
一
第
一
号
、
第
十
一
号
、
第
三
十
一

物
及
び
有
機
金
属
化
合

号
、
第
三
十
三
号
、
第
四
十
四
号
、
第
七
十
一

物
）

号
、
第
七
十
五
号
、
第
七
十
七
号
、
第
八
十
二

号
、
第
八
十
七
号
、
第
八
十
八
号
、
第
百
三
十

二
号
、
第
百
三
十
七
号
、
第
百
四
十
四
号
、
第

二
百
三
十
四
号
、
第
二
百
三
十
五
号
、
第
二
百

三
十
七
号
、
第
二
百
三
十
九
号
、
第
二
百
四
十

二
号
、
第
二
百
七
十
二
号
、
第
三
百
四
号
、
第

三
百
五
号
、
第
三
百
七
号
か
ら
第
三
百
九
号
ま

で
、
第
三
百
十
八
号
、
第
三
百
二
十
一
号
、
第

三
百
三
十
二
号
、
第
三
百
三
十
三
号
、
第
三
百

七
十
四
号
、
第
三
百
八
十
七
号
、
第
三
百
九
十

四
号
、
第
三
百
九
十
五
号
、
第
四
百
五
号
、
第

四
百
十
二
号
、
第
四
百
五
十
三
号
及
び
第
四
百

五
十
六
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
二
分
類
（
鎖
状
炭
化

令
別
表
第
一
第
三
十
六
号
、
第
七
十
二
号
、
第

水
素
化
合
物
及
び
ハ
ロ

九
十
四
号
、
第
百
三
号
か
ら
第
百
七
号
ま
で
、

ゲ
ン
化
鎖
状
炭
化
水
素

第
百
二
十
三
号
、
第
百
二
十
六
号
か
ら
第
百
二

化
合
物
）

十
八
号
ま
で
、
第
百
三
十
一
号
、
第
百
四
十
九

号
、
第
百
五
十
七
号
か
ら
第
百
五
十
九
号
ま
で

、
第
百
六
十
一
号
、
第
百
六
十
三
号
、
第
百
六

十
四
号
、
第
百
七
十
六
号
か
ら
第
百
七
十
九
号

ま
で
、
第
百
八
十
五
号
、
第
百
八
十
六
号
、
第

二
百
九
号
、
第
二
百
十
一
号
、
第
二
百
六
十
二

号
、
第
二
百
六
十
三
号
、
第
二
百
七
十
九
号
か

ら
第
二
百
八
十
一
号
ま
で
、
第
二
百
八
十
四
号

、
第
二
百
八
十
八
号
、
第
二
百
八
十
九
号
、
第

三
百
五
十
一
号
、
第
三
百
八
十
号
か
ら
第
三
百

八
十
二
号
ま
で
、
第
三
百
八
十
四
号
か
ら
第
三

百
八
十
六
号
ま
で
及
び
第
三
百
九
十
二
号
に
掲

げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
三
分
類
（
ア
ミ
ン
系

令
別
表
第
一
第
十
号
、
第
十
二
号
、
第
二
十
号

、
ニ
ト
ロ
系
、
ア
ル
コ

、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
八
号
、
第
二
十
九
号

ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
ア

、
第
三
十
五
号
、
第
四
十
五
号
、
第
五
十
六
号

ル
デ
ヒ
ド
又
は
ケ
ト
ン

か
ら
第
五
十
九
号
ま
で
、
第
六
十
五
号
か
ら
第

の
構
造
を
有
す
る
鎖
状

六
十
八
号
ま
で
、
第
七
十
三
号
、
第
八
十
四
号

炭
化
水
素
化
合
物
）

、
第
八
十
五
号
、
第
百
四
十
五
号
、
第
二
百
十

八
号
、
第
二
百
十
九
号
、
第
二
百
二
十
三
号
、

第
二
百
二
十
四
号
、
第
二
百
二
十
六
号
、
第
二

百
五
十
七
号
、
第
二
百
六
十
九
号
、
第
二
百
七

十
三
号
、
第
二
百
七
十
四
号
、
第
二
百
七
十
六

号
か
ら
第
二
百
七
十
八
号
ま
で
、
第
二
百
八
十



五
号
、
第
二
百
九
十
二
号
、
第
二
百
九
十
五
号

、
第
三
百
十
七
号
、
第
三
百
十
九
号
、
第
三
百

五
十
九
号
、
第
三
百
六
十
六
号
、
第
三
百
七
十

五
号
、
第
三
百
七
十
九
号
、
第
三
百
八
十
九
号

、
第
三
百
九
十
号
、
第
四
百
七
号
、
第
四
百
十

一
号
、
第
四
百
二
十
三
号
及
び
第
四
百
三
十
七

号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
四
分
類
（
カ
ル
ボ
ン

令
別
表
第
一
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
十

酸
系
又
は
そ
の
誘
導
体

三
号
、
第
十
四
号
、
第
十
六
号
、
第
五
十
一
号

の
構
造
を
有
す
る
鎖
状

、
第
六
十
号
、
第
九
十
八
号
、
第
九
十
九
号
、

炭
化
水
素
化
合
物
）

第
百
二
十
二
号
、
第
百
三
十
三
号
か
ら
第
百
三

十
五
号
ま
で
、
第
百
四
十
一
号
、
第
二
百
十
号

、
第
二
百
十
三
号
、
第
二
百
三
十
二
号
、
第
二

百
五
十
六
号
、
第
二
百
六
十
七
号
、
第
二
百
八

十
二
号
、
第
三
百
六
号
、
第
三
百
十
号
、
第
四

百
十
四
号
か
ら
第
四
百
二
十
号
ま
で
、
第
四
百

三
十
四
号
及
び
第
四
百
四
十
三
号
に
掲
げ
る
第

一
種
指
定
化
学
物
質

第
五
分
類
（
そ
の
他
の

令
別
表
第
一
第
四
十
三
号
、
第
六
十
一
号
、
第

鎖
状
炭
化
水
素
化
合
物

六
十
二
号
、
第
百
五
十
二
号
、
第
百
九
十
三
号

）

、
第
百
九
十
七
号
、
第
百
九
十
八
号
、
第
二
百

十
二
号
、
第
二
百
二
十
号
、
第
二
百
二
十
五
号

、
第
二
百
四
十
一
号
、
第
二
百
四
十
五
号
、
第

二
百
五
十
九
号
、
第
二
百
六
十
八
号
、
第
二
百

七
十
五
号
、
第
三
百
十
三
号
、
第
三
百
二
十
八

号
、
第
三
百
二
十
九
号
、
第
三
百
三
十
一
号
、

第
三
百
七
十
八
号
、
第
三
百
九
十
一
号
、
第
三

百
九
十
六
号
、
第
四
百
九
号
、
第
四
百
二
十
四

号
、
第
四
百
三
十
三
号
、
第
四
百
五
十
七
号
か

ら
第
四
百
五
十
九
号
ま
で
及
び
第
四
百
六
十
二

号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
六
分
類
（
単
環
炭
化

令
別
表
第
一
第
五
十
三
号
、
第
八
十
号
、
第
八

水
素
化
合
物
及
び
ハ
ロ

十
三
号
、
第
九
十
七
号
、
第
百
九
号
、
第
百
十

ゲ
ン
化
単
環
炭
化
水
素

号
、
第
百
二
十
五
号
、
第
百
六
十
五
号
、
第
百

化
合
物
）

八
十
一
号
、
第
二
百
二
号
、
第
二
百
四
十
号
、

第
二
百
九
十
号
、
第
二
百
九
十
六
号
、
第
二
百

九
十
七
号
、
第
三
百
号
、
第
三
百
九
十
七
号
、

第
三
百
九
十
八
号
、
第
四
百
号
及
び
第
四
百
三

十
六
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
七
分
類
（
ア
ミ
ン
系

令
別
表
第
一
第
十
八
号
、
第
四
十
九
号
、
第
八

、
ニ
ト
ロ
系
又
は
ア
ゾ

十
九
号
、
第
九
十
三
号
、
第
百
号
か
ら
第
百
二

系
の
構
造
を
有
す
る
単

号
ま
で
、
第
百
十
一
号
、
第
百
十
二
号
、
第
百

環
炭
化
水
素
化
合
物
）

五
十
六
号
、
第
百
六
十
六
号
、
第
百
六
十
七
号

、
第
百
六
十
九
号
、
第
百
七
十
四
号
、
第
二
百

号
、
第
二
百
三
号
、
第
二
百
五
号
、
第
二
百
十

四
号
か
ら
第
二
百
十
六
号
ま
で
、
第
二
百
三
十

号
、
第
二
百
九
十
三
号
、
第
二
百
九
十
九
号
、

第
三
百
一
号
、
第
三
百
十
二
号
、
第
三
百
十
四

号
か
ら
第
三
百
十
六
号
ま
で
、
第
三
百
二
十
七

号
、
第
三
百
四
十
五
号
、
第
三
百
四
十
八
号
及

び
第
四
百
三
十
二
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化

学
物
質

第
八
分
類
（
ア
ル
コ
ー

令
別
表
第
一
第
十
七
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二

ル
、
エ
ー
テ
ル
、
ア
ル

十
四
号
、
第
六
十
四
号
、
第
六
十
九
号
、
第
七

デ
ヒ
ド
又
は
ケ
ト
ン
の

十
四
号
、
第
七
十
八
号
、
第
七
十
九
号
、
第
八

構
造
を
有
す
る
単
環
炭

十
六
号
、
第
百
二
十
号
、
第
百
二
十
一
号
、
第

化
水
素
化
合
物
）

百
二
十
九
号
、
第
百
三
十
号
、
第
百
三
十
六
号

、
第
百
四
十
二
号
、
第
百
四
十
三
号
、
第
百
七



十
五
号
、
第
二
百
一
号
、
第
二
百
四
号
、
第
二

百
七
号
、
第
二
百
八
号
、
第
二
百
四
十
六
号
、

第
二
百
五
十
五
号
、
第
二
百
六
十
四
号
、
第
二

百
八
十
七
号
、
第
二
百
九
十
四
号
、
第
三
百
十

一
号
、
第
三
百
二
十
号
、
第
三
百
二
十
二
号
、

第
三
百
二
十
四
号
、
第
三
百
三
十
号
、
第
三
百

三
十
五
号
、
第
三
百
三
十
六
号
、
第
三
百
四
十

三
号
、
第
三
百
四
十
四
号
、
第
三
百
四
十
九
号

、
第
三
百
六
十
五
号
、
第
三
百
六
十
七
号
、
第

三
百
六
十
八
号
、
第
三
百
七
十
三
号
、
第
三
百

九
十
九
号
、
第
四
百
四
号
、
第
四
百
八
号
、
第

四
百
十
号
、
第
四
百
四
十
号
、
第
四
百
四
十
一

号
及
び
第
四
百
五
十
一
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指

定
化
学
物
質

第
九
分
類
（
カ
ル
ボ
ン

令
別
表
第
一
第
三
十
号
、
第
三
十
四
号
、
第
四

酸
系
、
硫
黄
酸
系
、
窒

十
一
号
、
第
五
十
二
号
、
第
百
八
号
、
第
百
二

素
酸
系
、
炭
酸
系
若
し

十
四
号
、
第
百
三
十
八
号
か
ら
第
百
四
十
号
ま

く
は
シ
ア
ン
酸
系
又
は

で
、
第
百
四
十
七
号
、
第
百
五
十
四
号
、
第
百

こ
れ
ら
の
誘
導
体
の
構

六
十
二
号
、
第
百
八
十
四
号
、
第
百
八
十
八
号

造
を
有
す
る
単
環
炭
化

、
第
二
百
二
十
二
号
、
第
二
百
三
十
六
号
、
第

水
素
化
合
物
及
び
脂
環

二
百
六
十
号
、
第
二
百
六
十
五
号
、
第
二
百
六

式
単
環
炭
化
水
素
化
合

十
六
号
、
第
二
百
七
十
号
、
第
二
百
七
十
一
号

物
）

、
第
二
百
九
十
八
号
、
第
三
百
三
十
四
号
、
第

三
百
三
十
七
号
、
第
三
百
五
十
号
、
第
三
百
五

十
二
号
か
ら
第
三
百
五
十
六
号
ま
で
、
第
三
百

五
十
八
号
、
第
三
百
六
十
一
号
、
第
三
百
六
十

九
号
、
第
三
百
七
十
六
号
、
第
四
百
一
号
、
第

四
百
十
三
号
、
第
四
百
二
十
五
号
、
第
四
百
二

十
八
号
、
第
四
百
四
十
二
号
、
第
四
百
四
十
四

号
、
第
四
百
四
十
五
号
及
び
第
四
百
四
十
九
号

に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
十
分
類
（
そ
の
他
の

令
別
表
第
一
第
三
十
九
号
、
第
四
十
七
号
、
第

単
環
炭
化
水
素
化
合
物

四
十
八
号
、
第
百
九
十
二
号
、
第
百
九
十
五
号

）

、
第
二
百
二
十
九
号
、
第
二
百
三
十
三
号
、
第

二
百
四
十
七
号
、
第
二
百
五
十
一
号
か
ら
第
二

百
五
十
四
号
ま
で
、
第
三
百
六
十
二
号
、
第
四

百
六
十
号
及
び
第
四
百
六
十
一
号
に
掲
げ
る
第

一
種
指
定
化
学
物
質

第
十
一
分
類
（
多
環
炭

令
別
表
第
一
第
十
五
号
、
第
十
九
号
、
第
三
十

化
水
素
化
合
物
）

二
号
、
第
三
十
七
号
、
第
三
十
八
号
、
第
四
十

号
、
第
百
十
四
号
、
第
百
六
十
号
、
第
百
八
十

号
、
第
百
九
十
号
、
第
二
百
二
十
八
号
、
第
二

百
三
十
一
号
、
第
二
百
三
十
八
号
、
第
三
百
二

号
、
第
三
百
三
号
、
第
三
百
四
十
号
、
第
三
百

四
十
六
号
、
第
三
百
九
十
三
号
、
第
四
百
三
号

、
第
四
百
六
号
、
第
四
百
二
十
七
号
、
第
四
百

三
十
八
号
及
び
第
四
百
四
十
六
号
か
ら
第
四
百

四
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物

質

第
十
二
分
類
（
三
原
子

令
別
表
第
一
第
二
十
二
号
、
第
四
十
二
号
、
第

環
か
ら
五
原
子
環
ま
で

五
十
四
号
、
第
五
十
五
号
、
第
九
十
二
号
、
第

の
複
素
環
化
合
物
）

九
十
六
号
、
第
百
十
五
号
か
ら
第
百
十
九
号
ま

で
、
第
百
四
十
八
号
、
第
百
五
十
一
号
、
第
百

五
十
三
号
、
第
百
五
十
五
号
、
第
百
六
十
八
号

、
第
百
七
十
号
、
第
百
七
十
一
号
、
第
百
七
十

三
号
、
第
百
八
十
二
号
、
第
百
八
十
三
号
、
第

百
八
十
九
号
、
第
百
九
十
一
号
、
第
百
九
十
四

号
、
第
百
九
十
六
号
、
第
二
百
六
号
、
第
二
百



二
十
一
号
、
第
二
百
五
十
号
、
第
二
百
六
十
一

号
、
第
三
百
三
十
九
号
、
第
三
百
四
十
七
号
、

第
三
百
六
十
号
、
第
三
百
六
十
三
号
、
第
三
百

六
十
四
号
、
第
三
百
七
十
一
号
、
第
三
百
七
十

二
号
、
第
三
百
七
十
七
号
、
第
四
百
二
号
、
第

四
百
二
十
一
号
、
第
四
百
二
十
六
号
及
び
第
四

百
五
十
二
号
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定
化
学
物
質

第
十
三
分
類
（
そ
の
他

令
別
表
第
一
第
二
十
一
号
、
第
二
十
五
号
、
第

の
複
素
環
化
合
物
）

二
十
七
号
、
第
四
十
六
号
、
第
五
十
号
、
第
六

十
三
号
、
第
七
十
号
、
第
七
十
六
号
、
第
八
十

一
号
、
第
九
十
号
、
第
九
十
一
号
、
第
九
十
五

号
、
第
百
十
三
号
、
第
百
四
十
六
号
、
第
百
五

十
号
、
第
百
七
十
二
号
、
第
百
八
十
七
号
、
第

百
九
十
九
号
、
第
二
百
十
七
号
、
第
二
百
二
十

七
号
、
第
二
百
四
十
三
号
、
第
二
百
四
十
四
号

、
第
二
百
四
十
八
号
、
第
二
百
四
十
九
号
、
第

二
百
五
十
八
号
、
第
二
百
八
十
三
号
、
第
二
百

八
十
六
号
、
第
二
百
九
十
一
号
、
第
三
百
二
十

三
号
、
第
三
百
二
十
五
号
、
第
三
百
二
十
六
号

、
第
三
百
三
十
八
号
、
第
三
百
四
十
一
号
、
第

三
百
四
十
二
号
、
第
三
百
五
十
七
号
、
第
三
百

七
十
号
、
第
三
百
八
十
三
号
、
第
三
百
八
十
八

号
、
第
四
百
二
十
二
号
、
第
四
百
二
十
九
号
か

ら
第
四
百
三
十
一
号
ま
で
、
第
四
百
三
十
五
号

、
第
四
百
三
十
九
号
、
第
四
百
五
十
号
、
第
四

百
五
十
四
号
及
び
第
四
百
五
十
五
号
に
掲
げ
る

第
一
種
指
定
化
学
物
質



様式第１（第５条関係）

第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書

年 月 日

主務大臣（都道府県知事）殿
（ふりがな）

届出者 住 所 〒
（ふりがな）

氏 名 印
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第５条第２項
の規定により、第一種指定化学物質の排出量及び移動量について、次のとおり届け出ます。
事業所 （ふりがな）

事 業 者 の 名 称

前回の届出における名称
（ふりがな）

事 業 所 の 名 称

前回の届出における名称

事業所の所在地

（ふりがな）

〒 －
都道 市区
府県 町村

事業所において常時使用される従業員の数 人
事業所に
おいて行
われる事
業が属す
る業種

業 種 名 業種コード
主 た る 事 業
従 た る 事 業

第一種指定化学物質の排出量及び移動量 別紙番号１～ のとおり
本届出が法第６条第１項の請求に係るものであるこ
との有無（該当するものに○をすること）

１．有
２．無

担 当 者

（問い合
わせ先）

部 署

（ふりがな）

氏 名

電話番号

※受理日 年 月 日 ※整理番号

備考１ 本届出書は、事業所ごとに作成すること。
２ 前回の届出における名称の欄は、変更された場合のみ記載すること。
３ 事業所において常時使用される従業員の数の欄には、前年４月１日現在（前年度中に事業を開始
した事業者においては事業を開始した日）における当該事業所の人数を記載すること。
４ 事業所において行われる事業が属する業種の欄には、当該事業所における主たる事業が属する業
種を最上欄に記載し、二以上の業種に属する事業を行う事業所にあっては、次欄以降にその他の業
種を記載すること。
５ 法人にあっては、当該届出に係る当該事業所の担当部署並びに氏名及び連絡先を記載すること。
６ ※の欄には、記載しないこと。
７ 届出書及び別紙の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
８ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあっ
てはその代表者）が署名することができる。
９ 本届出書に記載された情報の同一性を失わない範囲で当該情報を記録する機能を有する二次元
コードであって、日本工業規格Ｘ０５１０に適合するものを記載することができる。

（二次元コード記載欄）



別紙番号

第一種指定化学物質の名称並びに排出量及び移動量

第一種指定化学物質の名称

第一種指定化学物質の号番号 単位 kg
mg－ＴＥＱ(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の場合)

排出量 イ 大気への排出
．

ロ 公共用水域への
排出 ．

排出先の河川、湖沼、海域等の名称

ハ 当該事業所にお
ける土壌への排出
（ニ以外） ．
ニ 当該事業所にお
ける埋立処分 ．

埋立処分を行う場所
（該当するものに○をすること）
１．安定型 ２．管理型 ３．遮断型

移動量 イ 下水道への移動
．
移動先の下水道終末処理施設の名称

ロ 当該事業所の外
への移動（イ以外） ．
当該第一種指定
化学物質を含む
廃棄物の処理方
法又は種類

廃棄物の処理方法（該当するものに○をすること（複数選択可））

01 脱水・乾燥 04 中和 07 その他
02 焼却・溶融 05 破砕・圧縮
03 油水分離 06 最終処分

廃棄物の種類（該当するものに○をすること（複数選択可））

01 燃え殻 10 動植物性残さ
02 汚泥 11 動物系固形不要物
03 廃油 12 ゴムくず
04 廃酸 13 金属くず
05 廃アルカリ 14 ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず・陶磁器くず
06 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 15 鉱さい
07 紙くず 16 がれき類
08 木くず 17 ばいじん
09 繊維くず 18 その他

※整理番号

備考１ 特定第一種指定化学物質についても本別紙を用いること。
２ 本別紙は、第一種指定化学物質ごとに作成することとし、別紙番号の欄に令別表第一に掲げる
第一種指定化学物質の順に番号を割り振ること。
３ 第一種指定化学物質の名称の欄及び第一種指定化学物質の号番号の欄には、令別表第一に掲げ
る名称（令別表第一に別名の記載がある第一種指定化学物質にあっては、当該別名）及び号番号
を記載すること。
４ 排出量及び移動量の有効数字は２桁とすること。ただし、ダイオキシン類以外の第一種指定化
学物質にあっては、排出量又は移動量が１kg 未満の場合、小数点以下第２位以下を四捨五入して
得た数値を記載することとする。
５ 公共用水域への排出がある場合、排出先の河川、湖沼、海域等の名称の欄には排出先の名称を
記載すること。
６ 下水道への移動がある場合、移動先の下水道終末処理施設の名称の欄には、排出した下水の処
理が行われる施設の名称を記載すること。
７ ※の欄には、記載しないこと。
８ 本別紙に記載された情報の同一性を失わない範囲で当該情報を記録する機能を有する二次元コ
ードであって、日本工業規格Ｘ０５１０に適合するものを記載することができる。

（二次元コード記載欄）



様式第２（第８条関係）

※受 理 日 年 月 日

※整理番号

※結 果

※決定番号

対応化学物質分類名への変更の請求書

年 月 日

主務大臣 殿
（ふりがな）

申 請者 住 所 〒
（ふりがな）

氏 名 印
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第６条第１
項の規定により、次の第一種指定化学物質の名称について、当該第一種指定化学物質の名
称に代えて、対応化学物質分類名によって経済産業大臣及び環境大臣に通知することを請
求します。

第一種指定化学物質の名称

号 番 号

対応化学物質分類名 第 分類（ ）

なお、本請求については、以下のとおり、昨年度以前に同様の請求を行い認められた実
績があります。

決 定 番 号

（理由）
別紙のとおり、申請者においては、当該第一種指定化学物質の取扱いに関する情報が秘
密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と
知られていないもの（以下「秘密情報」といいます。）に該当すると考えられます。

備考 １ ※の欄には、記載しないこと。
２ 号番号の欄には令別表第一における該当する号の番号を記載し、対応化学物

質分類名の欄には規則別表における該当する名称を記載すること。
３ 「決定番号」欄には、請求が認められた際に主務大臣から通知された番号を
記載すること。また、認められた実績がない場合は記載しないこと。
４ 別紙中の各項目について、事実を証する書類を添付すること。
５ 請求書及び別紙の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
６ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代え
て、本人（法人にあってはその代表者）が署名することができる。



（別紙）

第一種指定化学物質の取扱いに関する情報が秘密情報に該当する理由

１．第一種指定化学物質の名称等が開示されることによって、秘密とされる情報が他
の事業者等に知られてしまう可能性があることの証明

イ．第一種指定化学物質が含有される製品の構成、第一種指定化学物質が使用され
る形態及び秘密とされる情報の詳細

ロ．請求に係る事業所において製造・加工する製品及び化学物質を取り扱う工程等
の状況

ハ．その他、第一種指定化学物質の名称等が開示されることによって、当該情報が
他の事業者等に知られてしまう特段の事情

２．秘密として管理されていることの証明

イ．秘密とされる情報を含む書面等を秘密と分かるように適切に管理していること
の証明

ロ．従業員等が当該情報を適切に管理する体制を整備していることの証明

ハ．従業員等以外の者が当該情報を扱う場合、秘密保持契約の締結等の措置を講じ
ていることの証明



３．生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であることの証明

イ．秘密とされる情報が事業活動に役立つ技術上の価値を持つと客観的に認められ
ることの証明

ロ．当該情報が他の事業者等に知られると、請求事業者の競争上の地位が直接に害
されると想定されることの証明

４．公然と知られていないことの証明

イ．秘密とされる情報が、文献による公表又は特許の取得等によって既に一般に公
開されている場合は、その状況

ロ．法令や条例に基づき、当該情報が開示されたことがある場合は、その状況

（根拠法令名）： （開示決定年月日）： 年 月 日

ハ．その他、当該情報が分析等により容易に入手可能な状態に置かれていないこと
の証明



様式第３（第８条関係）

※受 理 日 年 月 日

※整理番号

※結 果

※決定番号

対応化学物質分類名の維持の請求書

年 月 日

主務大臣 殿
（ふりがな）

申 請者 住 所 〒
（ふりがな）

氏 名 印
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第６条第８
項の規定により、次の対応化学物質分類名を維持することを請求します。

第一種指定化学物質の名称

号 番 号

対応化学物質分類名 第 分類（ ）

決 定 番 号

（理由）
別紙のとおり、申請者においては、当該第一種指定化学物質の取扱いに関する情報が秘
密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と
知られていないもの（以下「秘密情報」といいます。）に該当すると考えられます。

備考 １ ※の欄には、記載しないこと。

２ 号番号の欄には令別表第一における該当する号の番号を記載し、対応化学物
質分類名の欄には、規則別表における該当する名称を記載すること。
３ 「決定番号」欄には、請求が認められた際に主務大臣から通知された番号を
記載すること。
４ 別紙中の各項目について、事実を証する書類を添付すること。
５ 請求書及び別紙の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
６ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代え
て、本人（法人にあってはその代表者）が署名することができる。



（別紙）

第一種指定化学物質の取扱いに関する情報が秘密情報に該当する理由

１．第一種指定化学物質の名称等が開示されることによって、秘密とされる情報が他
の事業者等に知られてしまう可能性があることの証明

イ．第一種指定化学物質が含有される製品の構成、第一種指定化学物質が使用され
る形態及び秘密とされる情報の詳細

ロ．請求に係る事業所において製造・加工する製品及び化学物質を取り扱う工程等
の状況

ハ．その他、第一種指定化学物質の名称等が開示されることによって、当該情報が
他の事業者等に知られてしまう特段の事情

２．秘密として管理されていることの証明

イ．秘密とされる情報を含む書面等を秘密と分かるように適切に管理していること
の証明

ロ．従業員等が当該情報を適切に管理する体制を整備していることの証明

ハ．従業員等以外の者が当該情報を扱う場合、秘密保持契約の締結等の措置を講じ
ていることの証明



３．生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であることの証明

イ．秘密とされる情報が事業活動に役立つ技術上の価値を持つと客観的に認められ
ることの証明

ロ．当該情報が他の事業者等に知られると、請求事業者の競争上の地位が直接に害
されると想定されることの証明

４．公然と知られていないことの証明

イ．秘密とされる情報が、文献による公表又は特許の取得等によって既に一般に公
開されている場合は、その状況

ロ．法令や条例に基づき、当該情報が開示されたことがある場合は、その状況

（根拠法令名）： （開示決定年月日）： 年 月 日

ハ．その他、当該情報が分析等により容易に入手可能な状態に置かれていないこと
の証明



様式第４（第12条関係）

電子情報 処理組織使用届出書
年 月 日

都道府県知事 殿
（ふりがな）

届 出者 住 所 〒
（ふりがな）

氏 名 印
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第
12条第１項の規定に基づき、法第５条第２項に基づく届出について、下記のとおり、電子
情報処理組織の使用を開始することといたしましたので、届け出ます。

記

通信方式（いずれかに○
をすること） １．ダイヤルアップ方式 ２．インターネット方式

届出に使用する通信用電
話番号（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ方式の
場合は空欄とすること）

担当者 （ふりがな）

（連絡及 氏 名
び問い合
わせ先） 部 署

電話番号

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

※識別番号

（電子情報処理組織を使用して届出を行う事業所）

（ふりがな）

事業所の
名 称

〒 －
所 在 地 都 道 市区

府県 町村
（ふりがな）

備考 １ 本届出書は、ダイヤルアップ方式による届出をしようとする場合においては
届出に使用する通信用電話番号ごとに、インターネット方式による届出をしよ
うとする場合においては届出に使用する電子計算機ごとに作成すること。同一
の都道府県内に所在する複数の事業所について届け出る場合には、次葉を使用
すること。

２ 法人にあっては、電子情報処理組織を使用した届出の担当部署並びに氏名及
び連絡先を記載すること。
３ ※の欄には、記載しないこと。
４ 届出書の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
５ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、
本人（法人にあってはその代表者）が署名することができる。



（前葉からつづき）

（ふりがな）

事業所の
名 称

〒 －
所 在 地 都道 市区

府県 町村
（ふりがな）

（ふりがな）

事業所の
名 称

〒 －
所 在 地 都道 市区

府県 町村
（ふりがな）

（ふりがな）

事業所の
名 称

〒 －
所 在 地 都道 市区

府県 町村
（ふりがな）

（ふりがな）

事業所の
名 称

〒 －
所 在 地 都道 市区

府県 町村
（ふりがな）



様式第５（第12条関係）

電子情報処理 組織変更（廃止）届出書

年 月 日

都道府県知事 殿

（ふりがな）

届 出者 住 所 〒
（ふりがな）

氏 名 印
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

識別番号

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第
12条第３項の規定により、下記のとおり、電子情報処理組織の使用を変更（廃止）するこ
ととなりましたので、届け出ます。

１．変更の内容

２．変更（廃止）の年月日

備考 １ 本届出書は、届出等に使用する通信用電話番号ごとに作成すること。
２ 該当事項がない欄は、記載しないこと。
３ 届出書の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

４ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代え
て、本人（法人にあってはその代表者）が署名することができる。



様式第６（第13条関係）

※受 理 日 年 月 日

※整理番号

磁気ディスク提出票

年 月 日

主 務 大 臣
殿

都道府県知事

（ふりがな）

提 出者 住 所 〒
（ふりがな）

氏 名 印
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

担当者 部 署
（ 問 い 合 わ せ 先 ） （ふ りがな）

氏 名

電話番号

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第５条第２
項の規定による届出（第６条第１項の規定による請求）（第６条第８項の規定による請
求）に際し提出すべき書類に記載すべきこととされている事項（及び事実を証する情報）

を記録した磁気ディスクを以下のとおり提出いたします。
本票に添付されている磁気ディスクに記録された事項は、事実に相違ありません。

１．磁気ディスクに記録された事項

２．磁気ディスクと併せて提出される書類

備考 １ 宛先の欄には、法第５条第２項の規定による届出にあっては都道府県知事、
法第６条第１項又は第８項の請求にあっては主務大臣を記載する。
２ 「磁気ディスクに記録された事項」の欄には、磁気ディスクに記録されてい
る事項を記載するとともに、二枚以上の磁気ディスクを提出するときは、磁気
ディスクごとに整理番号を付し、その番号ごとに記録されている事項を記載す
る。

３ 「磁気ディスクと併せて提出される書類」の欄には、当該届出（又は請求）
の際に本票に添付されている磁気ディスクに記録されている事項以外の事項を
記載した書類を提出する場合にあっては、その書類名を記載する。
４ 該当事項がない欄は、記載しないこと。
５ 提出票の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
６ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代え
て、本人（法人にあってはその代表者）が署名することができる。



○
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
等
の
届
出
事
項
の
集
計
の
方
法
等
を
定
め
る

省
令

平
成
一
四
・
一
・
一
一

経

産

・

環

令

一

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の

排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
及
び
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改

善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
三
十
八
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
届
出
事
項
の
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
法
）

第
二
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
は
、
電
子
計
算

機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
文
字
の
記
号
へ
の
変
換
の
方
法
そ
の
他
の
フ
ァ

イ
ル
へ
の
記
録
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
定
め

る
。

（
届
出
事
項
の
通
知
の
方
法
）

第
三
条

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
へ
の

通
知
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
年
度
に
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た

事
項
の
う
ち
、
主
務
大
臣
に
つ
い
て
は
当
該
主
務
大
臣
が
所
管
す
る
事
業
を
行

う
事
業
所
に
係
る
も
の
を
、
都
道
府
県
知
事
に
つ
い
て
は
当
該
都
道
府
県
知
事

が
管
轄
す
る
都
道
府
県
の
区
域
に
所
在
す
る
事
業
所
に
係
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ

磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
届
出
事
項
の
集
計
の
方
法
）

第
四
条

法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
の
集
計
は
、
フ

ァ
イ
ル
記
録
事
項
を
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
名
称
及
び
対
応
化
学
物
質
分
類

名
（
以
下
「
物
質
名
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
集
計
す
る
と
と
も
に
、
当
該
物
質

名
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
集
計
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

都
道
府
県

二

業
種

三

都
道
府
県
及
び
業
種

四

業
種
及
び
事
業
所
に
お
い
て
常
時
使
用
さ
れ
る
従
業
員
の
数
の
区
分

五

都
道
府
県
、
業
種
及
び
前
号
の
従
業
員
の
数
の
区
分

（
届
け
出
ら
れ
た
排
出
量
以
外
の
排
出
量
の
算
出
事
項
）

第
五
条

法
第
九
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
営
む
事
業
者
の
事
業
活

動
に
伴
っ
て
環
境
に
排
出
さ
れ
て
い
る
と
見
込
ま
れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物

質
の
量
（
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
も
の
及
び
第
四

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

令
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
業
種
以
外
の
業
種
に
属
す
る
事
業
の
み
を
営
む

事
業
者
の
事
業
活
動
に
伴
っ
て
環
境
に
排
出
さ
れ
て
い
る
と
見
込
ま
れ
る
第

一
種
指
定
化
学
物
質
の
量
（
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

三

家
庭
か
ら
環
境
に
排
出
さ
れ
て
い
る
と
見
込
ま
れ
る
第
一
種
指
定
化
学
物

質
の
量
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四

移
動
体
か
ら
環
境
に
排
出
さ
れ
て
い
る
と
見
込
ま
れ
る
第
一
種
指
定
化
学

物
質
の
量

（
届
け
出
ら
れ
た
排
出
量
以
外
の
排
出
量
の
集
計
方
法
）

第
六
条

法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
集
計
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
算
出
し
た
排
出
量
を
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
名
称
ご
と
に
集
計
す
る
と
と

も
に
、
当
該
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
名
称
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号

に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
集
計
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。



一

都
道
府
県

二

経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
別
に
定
め
る
移
動
体
の
区
分

三

都
道
府
県
及
び
前
号
の
移
動
体
の
区
分

附

則

こ
の
省
令
は
、
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
（
第
五
条
第
一
項
の
規

定
を
除
く
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
一
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



○
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
等
の
届
出
事
項
の
フ

ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
法

（
平
成
一
四
・
三
・
二
九
経
・
環
告
一
）

経
済
産
業
大
臣

名

環
境
大
臣

名

第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
等
の
届
出
事
項
の
集

計
の
方
法
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条
の
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記

録
の
方
法
は
、
特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把

握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

一
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
通
知

さ
れ
た
事
項
を
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
一
（
一
九
九

七
）
で
規
定
さ
れ
た
ラ
テ
ン
文
字
用
図
形
文
字
集
合
及
び

日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
八
（
一
九
九
七
）
で
規
定
さ
れ

た
二
バ
イ
ト
図
形
文
字
集
合
の
範
囲
内
の
文
字
等
に
よ
り

記
録
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
こ
の
範
囲
外
の
文
字

等
に
つ
い
て
は
、
範
囲
内
の
類
似
の
文
字
等
又
は
そ
の
表

音
を
片
仮
名
に
置
き
換
え
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

○
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
手
数
料
を
現
金
を
も
っ
て
納

め
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
所

（
平
成
一
四
・
一
二
・
一
六
経
告
四
二
〇
）

（
改
正
平
成
一
六
・
三
・
二
六
経
告
一
〇
〇
）

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管

理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三

年
内
閣
府
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
農

林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
令
第

一
号
）
第
十
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
化
学
物

質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第

十
九
条
に
規
定
す
る
手
数
料
を
現
金
を
も
っ
て
納
め
る
こ

と
が
で
き
る
事
務
所
を
指
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

経
済
産
業
大
臣

名

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
三
番
地
一
号

経
済

産
業
省
内



○
届
け
出
ら
れ
た
排
出
量
以
外
の
集
計
方
法
の
移
動
体
の

区
分

（
平
成
一
五
・
一
・
一
五
経
・
環
告
一
）

経
済
産
業
大
臣

名

環
境
大
臣

名

第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
等
の
届
出
事
項
の
集

計
の
方
法
等
を
定
め
る
省
令
第
六
条
第
二
号
の
移
動
体
の

区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

自
動
車
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

二

二
輪
車
（
二
輪
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
を

い
う
。
）

三

特
殊
自
動
車

四

鉄
道
車
両

五

船
舶

六

航
空
機

○
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

に
係
る
技
術
的
基
準

（
平
成
一
五
・
三
・
二
四
閣
・
財
・
文
・
厚
・
農
・
経
・
国
・
環
告
一
）

（
改
正
平
成
一
六
・
三
・
二
六
閣
・
財
・
文
・
厚
・
農
・
経
・
国
・
環
告
一
）

内
閣
総
理
大
臣

名

財
務
大
臣

名

文
部
科
学
大
臣

名

厚
生
労
働
大
臣

名

農
林
水
産
大
臣

名

経
済
産
業
大
臣

名

国
土
交
通
大
臣

名

環
境
大
臣

名

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び

管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

十
三
年
内
閣
府
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働

省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環

境
省
令
第
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
一

条
に
規
定
す
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
能
の
す
べ

て
を
備
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

規
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
指
定
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
し
た
排
出
量

等
届
出
様
式
に
入
力
で
き
る
機
能

二

都
道
府
県
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と

通
信
で
き
る
機
能



○
主
務
大
臣
が
指
定
す
る
電
子
計
算
機

（
平
成
一
五
・
三
・
二
四
閣
・
財
・
文
・
厚
・
農
・
経
・
国
・
環
告
二
）

（
改
正
平
成
一
六
・
三
・
二
六
閣
・
財
・
文
・
厚
・
農
・
経
・
国
・
環
告
二
）

内
閣
総
理
大
臣

名

財
務
大
臣

名

文
部
科
学
大
臣

名

厚
生
労
働
大
臣

名

農
林
水
産
大
臣

名

経
済
産
業
大
臣

名

国
土
交
通
大
臣

名

環
境
大
臣

名

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び

管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

十
三
年
内
閣
府
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働

省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環

境
省
令
第
一
号
）
第
十
一
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が

指
定
す
る
電
子
計
算
機
は
、
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価

技
術
基
盤
機
構
に
設
置
さ
れ
る
主
務
大
臣
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
と
す
る
。



特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

第６条における秘密情報の審査基準について

平成１４年４月１日

内閣総理大臣 名

財 務 大 臣 名

文部科学大臣 名

厚生労働大臣 名

農林水産大臣 名

経済産業大臣 名

国土交通大臣 名

環 境 大 臣 名

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成１

１年法律第８６号）（以下「法」という。）第６条に規定する「秘密として管理されてい

る生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないもの」

（以下「秘密情報」という。）に係る行政手続法（平成５年法律第８８号）第５条第１項

の審査基準は、次のとおりとする。

１．基本的な考え方

主務大臣は、排出量等の情報を開示することにより確保される公益と秘密情報の保

護により確保される事業者の利益を適切に比較衡量するものとし、諸外国における類

似の制度の運用の実態にも留意しつつ、事業者によって秘密情報の保護の規定が濫用

されることのないよう、厳正かつ公平な判断を行うものとする。

２．具体的な判断基準

主務大臣は、次の(1)から(4)のいずれにも該当するときでなければ、対応化学物質

分類名への変更の請求を行う事業者（以下「請求事業者」という。）による第一種指定

化学物質の使用その他の取扱いに関する情報が秘密情報に該当するとは認めないもの

とする。

(1) 第一種指定化学物質の名称等が開示されることによって、秘密とされる情報が他

の事業者等に知られてしまう可能性があること

法第５条第２項に定める届出事項（すなわち、第一種指定化学物質の名称及び当

該物質の年間の排出量・移動量）が開示されたとしても、秘密とされる情報の内容

が他の事業者等に知られてしまう可能性がないと考えられる場合には、秘密情報に

該当するとは認めない。

例えば、製品中の第一種指定化学物質又は製造工程で使用される薬剤等における

第一種指定化学物質の含有率が秘密とされる場合、当該第一種指定化学物質の年間

の排出量・移動量から当該含有率が推測できるとは通常は考えられないので、年間

排出量・移動量から当該含有率が推測される特段の事情がない限り、秘密情報に該



当するとは認めない。

また、例えば、一事業所において複数の種類の製品を製造している場合又は化学

物質を取り扱う工程が複数ある場合、第一種指定化学物質の年間の排出量・移動量

から当該化学物質の製品中又は工程での取扱いの状況が特定されるとは通常は考えら

れないので、年間の排出量・移動量から第一種指定化学物質の取扱いの状況が特定さ

れる特段の事情がない限り、秘密情報に該当するとは認めない。

(2) 「秘密として管理」されていること。

次のいずれにも該当するときでなければ、「秘密として管理」されているとは認め

ない。

① 秘密とされる情報を含む書面等を秘密と分かるように適切に管理していること。

例えば、請求事業者が、秘密とされる情報を含む書面等に「部外秘」と記載し

て特定の場所で管理したり、秘密情報の収納・保管・破棄方法等の管理規定を整

備する等の措置を講じていない場合は、原則として「秘密として管理」されてい

るとは認めない。

② 従業員等が当該情報を適切に管理する体制を整備していること。

例えば、請求事業者が、秘密とされる情報を取り扱うことができる従業員を限

定していない場合や当該情報を知っている従業員に対して就業規則等によって外

部の者に開示してはならない旨の義務を課す等の措置を講じていない場合は、原

則として「秘密として管理」されているとは認めない。

③ 従業員等以外の者が当該情報を扱う場合、秘密保持契約の締結等の措置を講じて

いること。

例えば、秘密とされる情報を含む製品の販売に際し、化学物質等安全データシー

ト（ＭＳＤＳ）を販売の相手方に交付する場合において、秘密保持契約等を結ん

で当該情報の漏洩の防止を行っていないのであれば、原則として「秘密として管

理」されているとは認めない。

(3) 「生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報」であること

次のいずれにも該当するときでなければ、「生産方法その他の事業活動に有用な技

術上の情報」とは認めない。

① 秘密とされる情報が事業活動に役立つ技術上の価値を持つと客観的に認められる

こと。

秘密とされる情報が、財の生産、サービスの提供、研究開発又は経営効率の改善

等の事業活動に役立つ技術上の価値を持つと客観的に認められなければ、「生産方

法その他の事業活動に有用な技術上の情報」とは認めない。

例えば、独自製品の製造方法、原料構成、製品組成などはこれに該当しうるが、

事業活動に役立つ技術上の価値を持つと請求事業者が主観的に考えるのみではな

く、それが客観的に認められるものでなければ、「生産方法その他の事業活動に有

用な技術上の情報」とは認めない。

② 当該情報が他の事業者等に知られると、請求事業者の競争上の地位が直接に害さ

れると想定されること。

秘密とされる情報が開示されても、請求事業者の競争上の地位が直接に害され

ると想定されないのであれば、当該情報は「生産方法その他の事業活動に有用な



技術上の情報」とは認めない。

例えば、競争相手である他の事業者が当該情報を既に保有している場合や、周辺

住民との関係の変化が想定されるだけで、事業の遂行に直接の悪影響を与えるもの

でない場合は、「生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報」とは認めない。

(4) 「公然と知られていない」こと

次のいずれにも該当するときでなければ、「公然と知られていない」とは認めない。

① 秘密とされる情報が、文献による公表又は特許の取得等によって既に一般に公開

されていないこと。

例えば、学会誌への発表や特許等の出願公開・取得によって公になってしまっ

ている情報については、「公然と知られていない」とは認めない。

② 他の法令や条例に基づき、当該情報が既に開示されたことがないこと。

例えば、法令や条例の定めにより開示が義務づけられている情報や行政情報公

開法に基づく開示請求により既に開示決定がなされた情報については、「公然と知

られていない」とは認めない。

③ その他、当該情報が容易に入手可能な状態に置かれていないこと。

秘密とされる情報は、請求事業者（又は請求事業者により守秘義務をかけられ

ている他の事業者）の管理下以外において容易に入手できる状態にあれば、「公然

と知られていない」とは認めない。

例えば、請求事業者が販売している製品について、いわゆるリバース・エンジニ

アリングによって容易に秘密とされる情報が明らかになってしまう場合、当該製品

の組成に関する情報が「公然と知られていない」とは認めない。

３．基準の見直し

本基準は、毎年の運用の実態に応じた検討結果を踏まえ、適宜見直しを行っていくも

のとする。




